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令和５年第２回天城町議会定例会議事日程（第３号） 

令和５年６月８日（木曜日）午前10時開議 

 

      開議 

〇日程第１ 一般質問 

      久田 高志 議員 

      平山 栄助 議員 
 
○日程第２ 議案第２９号 天城町男女共同参画推進条例の制定につ

いて 

町長提出

○日程第３ 議案第３０号 天城町職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部を改正する条例について 

町長提出

○日程第４ 議案第３１号 天城町肉用牛特別導入事業基金条例の一

部を改正する条例について 

町長提出

○日程第５ 議案第３２号 天城町税条例の一部を改正する条例につ

いて 

町長提出

○日程第６ 議案第３３号 天城町国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について 

町長提出

○日程第７ 議案第３４号 天城町営農研修施設の設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例について 

町長提出

○日程第８ 議案第３５号 天城町町営住宅設置及び管理条例の一部

を改正する条例について 

町長提出

○日程第９ 議案第３６号 天城町米山農道改良事業分担金賦課徴収

条例を廃止する条例について 

町長提出

○日程第10 議案第３７号 天城町浅間かんがい排水事業分担金賦課

徴収条例を廃止する条例について 

町長提出

○日程第11 議案第３８号 令和５年度天城町一般会計予算補正（第

１号）について 

町長提出

○日程第12 議案第３９号 令和５年度天城町国民健康保険事業特別

会計予算補正（第１号）について 

町長提出

○日程第13 議案第４０号 令和５年度天城町介護保険事業特別会計

予算補正（第１号）について 

町長提出

○日程第14 議案第４１号 令和５年度天城町後期高齢者医療事業特

別会計予算補正（第１号）について 

町長提出

○日程第15 議案第４２号 令和５年度天城町水道事業会計補正予算

（第１号）について 

町長提出

○日程第16 発議第 ２号 森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求

める意見書について 

喜入伊佐男

議員他４名

○日程第17 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査について 

○日程第18 各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査について 
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令和５年第２回天城町議会定例会議事日程（第３号の１） 

令和５年６月８日（木曜日） 

 

○追加日程第１ 議案第４３号 天城町長等の給与等の特例に関す

る条例の制定について 

町長提出

         閉会 
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１．出席議員（１４名） 

  議席番号    氏   名      議席番号    氏   名 

    １番  松 山 小百合 君      ２番  平 岡 寛 次 君 

    ３番  島   和 也 君      ４番  喜 入 伊佐男 君 

    ５番  吉 村 元 光 君      ６番  奥   好 生 君 

    ７番  昇   健 児 君      ８番  大 澤 皓一郎 君 

    ９番  久 田 高 志 君     １０番  柏 木 辰 二 君 

   １１番  前 田 芳 作 君     １２番  柏 井 洋 一 君 

   １３番  平 山 栄 助 君     １４番  上 岡 義 茂 君 

 

１．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

 議会事務局長 柚 木 洋 佐 君   議会事務局書記 實 村 健 太 君 

 

１．説明のため出席した者の職氏名 

  職  名     氏   名      職  名    氏   名 

 町 長 森 田 弘 光 君   教 育 長 院 田 裕 一 君 

 副 町 長             教委総務課長 豊 島 靖 広 君 

 総 務 課 長 祷   清次郎 君   社会教育課長 和 田 智 磯 君 

 総務課長補佐 宇 都 克 俊 君   農 政 課 長 碇 本 順 一 君 

 企画財政課長 福   健吉郎 君   農地整備課長 大 久 明 浩 君 

 くらしと税務課長 関 田   進 君   建 設 課 長 宮 山   浩 君 

 長寿子育て課長 森 田 博 二 君   農業委員会事務局長 芝   健 次 君 

 けんこう増進課長 中 村 慶 太 君   水 道 課 長 野 村 秀 行 君 

 商工水産観光課長 中   秀 樹 君   会 計 課 長 山 田 悦 和 君 

                    選挙管理委員会書記長 里 山 浩 一 君 
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△ 開議 午前１０時００分 

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 おはようございます。これから本日の会議を開きます。 

 直ちに本日の日程に入ります。 

 

△ 日程第１ 一般質問 

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第１、一般質問を行います。 

 議席番号９番、久田高志君の一般質問を許します。 

○９番（久田 高志議員）   

 おはようございます。早速ですが、少し時間のかかりそうな質問がありますので、

早速、先般の通告に従い、一般質問を行いたいと思います。 

 まず、１項目め、予防接種について。各種ワクチンの接種助成状況はどのように

なっているか、今後、拡充計画等はないか。 

 ２項め、農政について。肥料・飼料・生産資材等の価格高騰への対策、国や県・

町の対策はどのようになっているか。 

 建設行政について。公共工事における企業育成の取り組み、工事品質向上への取

り組み、完成検査・採点基準等はどのようになっているか。 

 ４項目め、行政運営について、明許繰越・事故繰越の手続、手順はどのようにな

っているか。 

 ５項目め、政治姿勢について、住民訴訟の内容と経過についてどのようになって

いるか。また、今後の対応はどのように考えているか。 

 以上、５項目、５点について質問いたします。執行部の明確で責任ある答弁を求

め、１回目の質問を終わります。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 おはようございます。それでは、久田議員のご質問にお答えしてまいります。 

 １項目め、予防接種について。 

 その１、各種ワクチン接種助成状況はどのようになっているか、また、拡充計画

はないかということでございます。 

 お答えいたします。 
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 各種ワクチン接種助成状況につきましては、小児の定期予防接種の全額助成、ま

た、小児の任意予防接種そして、高齢者の定期予防接種の一部助成を行っていると

ころでございます。 

 また、新たに２０歳未満を対象とした天城町骨髄移植等の医療行為に係る任意予

防接種費用助成、また５０歳以上を対象とした天城町帯状疱疹ワクチン任意予防接

種費用助成を開始したところでございます。 

 ２項目め、２、農政について。その１、肥料・飼料・生産資材等価格高騰への対

策（国、県、町）はどのようになっているかということでございます。 

 お答えいたします。 

 肥料、飼料をはじめとする農業資材の大幅な値上げは農家への大きな負担となっ

ているところでございます。 

 国においては、肥料価格高騰対策事業として化学肥料の２割低減に向けて取り組

む農業者に対しまして肥料費の上昇分の７割を支援金として交付しております。 

 それに合わせまして、県におきましては、国の事業に１．５割、１５％ですね。

１．５割を上乗せして肥料価格高騰緊急支援事業を実施しているところでございま

す。また、配合飼料においては、国・県がそれぞれ配合飼料価格安定制度における

緊急対策支援を行っております。 

 町におきましては、地方創生臨時交付金を活用し、農業資材クーポンを発行し、

農産物生産コスト支援事業を実施したところでございます。また、今年度、新たに

飼料作物の土壌改良資材助成も開始しました。 

 今後も、国・県の動向を注視し、農家への支援に努めて参りたいと考えておりま

す。 

 ３項目め、建設行政について。 

 その１、公共工事における企業育成の取り組み、工事品質向上への取り組み、完

成検査、また、それに伴います採点基準等はどのようになっているかということで

ございます。 

 お答えいたします。 

 企業育成という観点からは、技術講習会や施工管理技術者の資格取得などの取り

組みを国・県及び民間のほうで進めておりますが、町としましては、工事発注後、

担当する監督員、そして総括監督員が受注業者と連携を密に取りながら互いに施工

管理・品質管理に努め、工事品質向上に取り組んでいるところあり、また、このこ

とが企業育成にもつながると考えております。 

 また、完成検査・採点基準については、天城町工事検査基準、そして、天城町工

事成績評定要領に基づいて実施しているところでございます。 
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 ４項目め、行政運営について。 

 その１、明許繰越・事故繰越の手続き、その手順はどのようになっているかとい

うことでございます。 

 お答えいたします。 

 明許繰越の手続は１２月に繰越調書を県へ提出します。また、事故繰越について

は、事故繰越理由書を整理し、資料作成後、県を通じ、九州財務局と協議を行うこ

ととなっております。 

 ５項目め、政治姿勢について。 

 その１、住民訴訟の内容と経過についてどのようになっているか。また、今後の

対応はどのように考えているかということでございます。 

 昨日、柏木議員にもお答えいたしましたが、天城町防災センター未竣工工事に関

する住民訴訟は、３月定例会以降、５月２４日に第７回公判が鹿児島地裁で行われ

ました。 

 次回の第８回公判は７月１９日に行われる予定となっております。この件につき

ましては今後も真摯に対応していく考えでございます。 

 以上、久田議員のご質問にお答えいたしました。 

○９番（久田 高志議員）   

 それでは、１回目の答弁を頂きまして、順次、質問のほうを継続していきたいと

思います。 

 まず、１項目めの予防接種についてということでございます。 

 一昨日、大澤議員からも質問がございました。帯状疱疹ワクチン、あとは骨髄移

植に関する予防接種に助成を新たに行うと。そして、今まで予定したものが子ども

たちの定期予防接種、任意の予防接種、高齢者の予防接種の一部助成というところ

でございました。 

 まず、帯状疱疹の件から少しお尋ねをしたいと思います。 

 徳之島３町では同時に４月１日より助成が開始されているようでございますが、

あまり関係はないのですが、これはどこからこういったご意見が出てきたのか。

３町、イチニのサンで始まる前に、どちら側からか打診をしたのか、打診をされた

のか、そういった経緯があろうかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○けんこう増進課長（中村 慶太君）   

 お答えいたします。 

 担当から連絡を受けているのが、某病院のほうから帯状疱疹について「天城町が

実施していない」との問合せがあり、また他の病院からもそういった問合せがあり

ました。他の２町が事業を開始しているということで、本町もこの助成事業に取り
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組む経緯となりました。 

○９番（久田 高志議員）   

 我が町から先に声をかけているようであれば本当にうれしいことだと褒めようか

なと思っているところだったんですが、医療機関からということで。 

 これ、伊仙町も４月１日から。徳之島町は以前からやられていたんですかね。こ

の帯状疱疹ワクチン、質問を大澤議員も出しました。私は予防接種という観点で出

したんですけれども、ＡＹＴで放送され始めたのはいつ頃からなんでしょうか。 

○けんこう増進課長（中村 慶太君）   

 お答えいたします。 

 この要綱自体がちょっと遅れておりましたので、ちょっとＡＹＴに出した日付は

定かではないんですけど、４月以降に放送しているかと思います。 

○９番（久田 高志議員）   

 分かりました。 

 それでは、この帯状疱疹のワクチンについて、一昨日、大澤議員も説明ございま

したけれども、少し補足をしていきたいと思っております。 

 まず、帯状疱疹の予防接種。この帯状疱疹という病気自体がやはり９０％、８割、

８割９割の方々がキャリアとしていると。そういった中で、ほぼ３人に１人ぐらい

が生涯の中で発症するであろうと言われている病気でございます。 

 その中で、発症した中の約また２割ぐらいの方が帯状疱疹後の神経痛、症状がな

くとも痛みがずっと続くという状態が続くようでございます。そういったことから、

やはり非常に大切なワクチンとなっているようでございます。 

 そして、ワクチンについては、ビケンの生ワクチン、これは通常の水ぼうそうの

ワクチンで１回の接種で済むようでございます。効力について５０歳以上の方で約

７０％。７０歳以上の方が接種をすると約半分、５０％程度の効力が５年間ほど続

くようでございます。そして、副反応が非常に少ないと。 

 もう１社、シングリックス、これが不活化ワクチン。これは２回接種が必要なん

ですけれども、５０歳以上の方が接種をすると約９７％。７０歳以上においても

９０％程度効力が、９年から１０年ほど続くようでございます。価格はビケンのほ

うが、医療機関によりけりなんですけれども７千円から１万円程度。シングリック

スのほうが２万円から３万円程度、１回当たりですね。そして、この不活化ワクチ

ンについては、２ヶ月程度後にもう１回、 低でも６ヶ月以内には２回目を接種し

ないといけないというワクチンでございます。 

 その中で、副反応、この不活化ワクチンのほうは少しコロナワクチンと似たよう

な症状がまれに出るようでございます。 
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 そういったところをしっかりと説明しながら、ワクチンの接種を進めていただき

たいと思っております。 

 これは、先ほど１回目の答弁で島内の医療機関から、島内ですか、島内なのか。

医療機関からの要請があったということで助成を開始したということでございます

が、これは、県内、郡内でもかなり接種を実施している医療機関が少ないようでご

ざいます。徳之島３町の医療機関はこの帯状疱疹のワクチンの予防接種に対応され

ているのでしょうか。 

○けんこう増進課長（中村 慶太君）   

 お答えいたします。 

 一応、今のところ、実施医療機関としましては、あまぎユイの里医療センター、

徳之島徳洲会病院、宮上病院、徳之島診療所、いなだ整形外科、伊仙クリニックが

今実施をしているところでございます。 

○９番（久田 高志議員）   

 そのワクチンの接種を実施しているということでよろしいですか。 

 通常、もともと皮膚科関係のある医療機関がまず予防接種を始めていたんですけ

れども。県内の大きな病院ですね。恐らく、奄美群島内でも県立大島病院あたりは

多分接種をしていなかったと思うんです。３町とも大丈夫なんですか。普通に行っ

て接種できる状況なんでしょうか。そこの確認です。 

○けんこう増進課長（中村 慶太君）   

 すみません。自分の情報不足で、そこまではしておりません。 

 先ほどの実施医療機関なんですけれども、あまぎユイの里医療センターがシング

リックスのみ。同じく徳之島徳洲会、宮上病院、徳之島診療所、いなだ整形外科で

は２つとも対応しております。伊仙クリニックもシングリックスのみとなっており

ます。 

○９番（久田 高志議員）   

 分かりました。そういった情報がやはり欲しかったです。両方接種できるのが、

いなだ整形さん以外はシングリックスのみということで。分かりました。対応して

いる医療機関があったということで良かったと思います。 

 そして、これをもう一つ、助成回数が１回と。大澤議員からもありましたけれど

も、助成額です。町長の答弁でございました。３町足並みをそろえる必要があるか

どうかということなんですが、やはりシングリックスを接種するにおいては、島内

の医療機関がいかほど接種しているか、大体の基準額でも分かればよろしいんです

が、やはり２万円から３万円、１回当たり。これを２回接種しないといけないとい

うことでございます。でき得ればもう少し補助額のかさ上げができないかなという
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ことと、もう一点は１回のみという制限ですね。ビケンにおいては効力が５年間ほ

どしかないと。シングリックスにおいても１０年間程度だと。それを生涯一度とい

うと５０歳以上の方が、５５歳で打つと、６５歳以降、効力がないままいくような

気がするんです。そういったところの対応も今後考えていただきたいと。 

 これはもう一つ別のデメリットといいますか、この帯状疱疹についてはやはり外

から見えない体内の異常ですね。例えば、がんとかの早期発見につながるようなシ

グナル的な役割、体内に異常があったときに表に出てくる、合図的な役割を果たし

ている部分もあるようでございます。 

 予防接種の申請が出てきたら定期的な健康診断等も同時に進めていただくような

方向で取り組んでいけないでしょうか。お願いいたします。 

○けんこう増進課長（中村 慶太君）   

 お答えいたします。 

 先ほどの料金の件なんですけれども、料金回数、体内異常、あとは定期的な検診

ということでありますけれども、一応、昨日の町長の答弁にもありましたとおり、

初めてばかりな事業なものですから、今後の状況等を見ながら、保健センターの担

当とも話をしながら改革ができればいいかなと思っております。 

○９番（久田 高志議員）   

 ぜひ試行錯誤しながら、いい方向で改善していただければいいと思います。 

 あともう一点なのですが、昨日、柏木議員のほうから、子どもに向けたコロナワ

クチンの接種についてということがございました。今後の拡充が計画できないかと

いうのは、高齢の方々でやはりインフルエンザの予防接種と同様にコロナワクチン

の定期接種を考えている方々がいらっしゃるようでございます。国が実施している

無料期間が今年度いっぱいで、令和６年の３月３１日までが無料となっているよう

でございます。それはまた今後の国の動向等を見ていかないと、町としての判断が

どうかというところなんですけれども、そういったことも、今後、検討課題として

持っていただけないかなというところなんですが、いかがでしょうか。 

○けんこう増進課長（中村 慶太君）   

 お答えいたします。 

 今回のコロナワクチン接種は来年の３月３１日で終了いたします。今後、国の指

針等が示されるかと思いますので、その指針に基づき、町でも判断をしていきたい

と思います。 

○９番（久田 高志議員）   

 ぜひ国の動向を見ながら、また今後もいろいろ新たなワクチン等が出てこようか

と思います。いろいろな情報を収集しながら必要なものに関してはまた取り組んで、
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我が町から先に音頭を取るような体制を取っていただければ、すばらしいのかなと

思っております。 

 それでは、２項目め、農政について。１回目の答弁でもございました。非常に肥

料・飼料等の資材価格の高騰が続いております。国・県・町と様々な支援策をして

いただいていることには非常に感謝をするところではあるんですけれども、このタ

イミングですね、タイミング。今一番言われているのは肥料価格。肥料価格を国が

７０％、県が１５％ということで様々な憶測、様々な金額が飛び交っております。

去年から自分で買った肥料が、分かりやすい数字でいくと１千円だったものが２千

円になったからその１千円に対する８５％の補助が出るんじゃないかと、そういっ

たふうに考えられている方々がかなりいらっしゃいます。これは、恐らく、肥料全

体の平均的な値上がり価格に対しての８５％ではないのかなと思っているんですが。 

 そもそものこの算定基準額です。算定基準額。全ての肥料の平均価格から、恐ら

く算定を国はしているだろうという情報は伺っているんですが、そして、昨年の

６月から本年５月、ついこの間ですね。５月３１日までの購入分に対して助成がな

されるようでございます。これは大まかな算定基準額と、助成を支給される時期で

すね。かなり私が聞いている限りの情報では困窮されている方が増えてきておりま

す。こういったところのスピード感は、恐らくＪＡさんが窓口だったのではないか

と思うんですが、大体の算定基準とかその辺の情報があればお示し願いたいと思い

ます。 

○農政課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 まず、算定基準に関してなんですが、この秋肥、令和４年度肥の肥料価格帯につ

いては全農のほうから情報が出ております。ちょっと調べましたら全農のほうも

「自分たちが出している価格は全農の分だ。実際のところは各県、県単位で動いて

ますよ」というところでした。 

 では、その算定価格なんですが、全農のところになるのか、鹿児島県になるのか

は、すみません、確認させてください。ちょっと確認不足になります。 

 それで、この５月までの購入分が令和４年度事業の分になります。今、ＪＡのほ

うが実績の取りまとめをしております。恐らくそれが固まる頃には具体的な金額算

定に至ると思いますので、そこについては遅滞なく農家の皆さんに交付金が行き渡

るようなところはしっかり組み立てていきたいと思っております。いずれにせよ、

４年度分もですし、５年度分についてもいろんな動きがございますので、いろんな

情報はしっかり収集した中で、対策を進めていきたいと思っております。 

○９番（久田 高志議員）   
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 この肥料価格の助成に関しては、皆さん、かなり大きな額を期待しているような

状況を感じております。恐らく、私が伺っている限りではそういった数字ではない

と思っておりますので、その辺も、分かり次第、早急な補助基準額のお示ししてい

ただければ、あまり大きな期待をしてがっくりとしないのかなと思っておりますし、

資金繰りの調達に向けても前もった対応ができるのかなと思っております。 

 次にもう一つ、畜産などの飼料価格の高騰対策特別交付金。これは、飼料安定基

金、その掛金、基金に加入されている方のみの助成がなされていると思っているん

ですが、それ以外の方々は何らないということでよろしいでしょうか。 

○農政課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 久田議員からのご質問を頂きまして、いろいろ調べさせていただきました。配合

飼料価格高騰緊急対策事業というのは確かに実施されております。これにつきまし

ては、国、配合飼料メーカー、あとは生産者の皆さんの基金の積立てを活用しての

事業になります。 

 今、おっしゃった全農家かどうかというところになりますと、そうではありませ

んでした。天城町では１００件ぐらいの方が基金への積立金が出資対象となってい

るようであります。 

 結論といたしましたは、今の１００件程度というのは、多分、大規模農家さん。

飼料の購入がある程度の水準以上の皆さんが該当して、そこに達していない皆さん

については該当していないと基金への出資ができていないということですので、ち

ょっと乱暴なお話ですが、今、国がやっている緊急対策事業には頭数がある程度に

達していない方は該当しないということになります。 

○９番（久田 高志議員）   

 そういったところなんですよね。実際にその飼料安定基金に加入されている方、

私も加入しております。ただもう高止まり状態で、その基金自体からはほぼほぼ出

てこない。何というんですか、四半期、一度に上がった分に対してのいくばくかの

補填が出るような形になっていますけれども、高止まりで横に行くと出ないという

状況なんですよね。 

 ただ、この中で言われる特別交付金に関しては、この基金に加入しているいかん

にしてもある程度は対象にしていくべきものだと私は思ってはいるんです。あくま

でも国の税金で交付金事業ができているわけですので。そこは町の中で言っても仕

方がないことだとは思っていますけれども、やはり、掛金を支払っている方々と同

等と言うと、今度は掛金に加入する方が減るであろう。ですが、この特別交付金に

満額該当しないにしても、ある程度はこういったことは町単ででも支援していけな
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いものなんでしょうか。 

 恐らく、今後、肥料も全農さんの発表でいくと、この６月１日から２８％、窒素

肥料が大分下がっていますので、島内で言うと恐らく３割ぐらいは下がってくるの

ではないかという見込みが発表されています。島内の在庫が更新され次第、肥料の

ほうは下がってくるようでございます。飼料の方も徐々に下がってくるという見込

みが出てきております。 

 ですから、今なんですよ、今。要は今の資金繰りをつないでいってあげないと。

今、ここ 近、畜産のいい時期があって、その時期に若い方々が牛舎をつくったり、

高い牛を購入したり、そして、スタートをされた方々がかなりいるような気がする

んです。この方々は非常に困窮しているような気がしてならないんですが、そうい

ったところに対しての支援は少し考えられないかなという思いなんですが、いかが

でしょうか。 

○農政課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。 

 今、お話が出ている畜産農家さん、毎月の回転資金ですね、そこはどうしても必

要になってきます。その中で、今の価格高騰と市場価格の低迷というのは、農業経

営、または農家の皆さんの生活にかなりのダメージを与えているというのは承知し

ております。その中でそこの支援ということなんですけれども、今、実際行ってい

るところが金融公庫の回転資金のところなんですが、これにつきましても、久田議

員のおっしゃるようにタイムリーでないとか、ちょっと敷居が高い、認定農家じゃ

ないととか、いろんな条件が付されております。その中で、町単独でとなるとやは

り時間が、あと予算のところがというと、タイムリーなところはちょっと厳しいの

かなという思いがございます。畜産部会、あとＪＡ、そこらの関係機関ともしっか

りと協議重ねながら、早急な対応策を練れたらなというところは進めているところ

です。 

○９番（久田 高志議員）   

 私もそこに話を質問を持っていきたかった流れでございます。確かに、リース牛

舎の未納やら、農政課でいうクラスター事業、かなりの勢いで事業導入が進みまし

て、かなりのリース代を抱えている方々がいることも事実でございます。 

 また、農協ＪＡの購買のほうに確認をすると、購買未収金ですね。その辺ももう

目に見えて増えてきているというところで、本題に入っていきたいところなんです

が、やはり上げるということに関しては様々な事業が、もちろん農業ばかりではな

いわけですから、そういったところに影響も出てくると思います。 

 ただ、町でできることとして、以前、ばれいしょ価格が暴落したとき、３０円台
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まで下がったとき、台風で大きな被害が出たとき、あのときに、今回も、今、ＪＡ

と協議をさせていただいております。そのときも前回もＪＡと協議をさせていただ

いて、どうにか低金利の融資を創設していただけないかということで、今回もＪＡ

の方とは協議させていただいております。どこまでどう進むかは分からないですけ

れども、以前されたようにその低金利の融資が創設された場合、我が町として、以

前、ばれいしょ価格やら、台風の被害等のときに実施された利子補給といったもの

を検討していただけないかというところなんです。その辺はまたＪＡとの協議も必

要でしょうし、即答は難しいかと思うんですが、そういったところであれば、恐ら

くＪＡさんも何か特別な予算をつくるものではなく、融資の利率をどう見直すかだ

けの話であり、町としても利率の低金利の利息の補給程度であれば、さほど大きな

額にはならないような気がいたします。 

 そういったところで、何とか農家に限らずですけれども、そういった融資、いろ

いろな資材価格に対応できるような融資を、でき得ればＪＡさんとも協議をしてお

ります。１年か２年程度、その据え置き期間が設けられるような融資制度、そこに

対する助成制度を、課長あたり、ＪＡさんと協議をしていただいて、音頭を取って

いただいて構築できないかという要請でございます。いかがでしょうか。 

○農政課長（碇本 順一君）   

 お答えいたします。大分以前ですよね。利子補給の補助事業を実施した経緯がご

ざいます。今回、ＪＡさん、いろんな支援策を模索していただいています。 

 ただ、仕上がった制度がどの形かというのがはっきりしないことには確約はでき

ませんが、そこがぜひ実現できるように、ＪＡとももう組み立てる前から協議を重

ねながら、さっきおっしゃっていた一、二年の据え置きとかいろんなフォローがあ

るかと思いますので、そこはしっかりと連携を取りながら進めていきたいと思いま

す。 

○９番（久田 高志議員）   

 ぜひそういった手続を本当に早急にという感じですね。購買未収金等を滞納して

いきますと１０％ほど利息もつくようでございますので、そういったところをどう

にか回避できるようにご尽力いただきたいと思います。 

 それでは、３項目め、公共工事における企業育成の取り組み、工事品質向上への

取り組み、完成検査、採点基準等ということで「研修等はなされている」という答

弁を頂きました。少し私の思いと、質問の仕方が悪かったんでしょうか、ちょっと

方向性が違っていて。 

 私が過去１０年そこら２０年そこらを振り返ってみて、我が町における建設事業

者の会社数、社数の推移ですよね、推移です。要は実際に新規で起業されるような
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動きを感じたことがないんです。そういった中で私の表現がおかしかったら後で修

正でもご注意いただければなんですが、建設業界の方々もかなり高齢化が進んでき

ております。言い換えれば、一人親方的な方々もかなり見受けられております。近

い将来、我が町として建設業界の方々と災害時なり何なりのいろんな連携協定を結

んでいると思うんですが、このまま行くと後継者がどうなっているかはよく分から

ないですけれども、かなり急速に激減していく恐れがあると思っているんです。も

ちろん水道あたりのインフラとかそういった整備に関しても、今後、支障が出てこ

ないかという思いから、やはり企業育成には努めていくべきじゃないかというそち

らの方向での質問だったんです。 

 そういった方向性でいくと、やはり会社を継承、承継しなくても、従業員、雇用

されていた方々が技術を身につけ独立していくとか、そういった形を期待はしたい

んですけれども、やはり今の雇用体制を見ていると、仕事を落札して、アルバイト

的に集まっていただいて、仕事が完了したらアルバイトを終了するという形がずっ

と取られているような気がしてならないんです。こういったところに対して何かし

らの改善策、対応を考えていけないのかなと。 

 建設業界でかなり私は人材不足だと思っております。かなり人材不足になってい

ると思うんですが、その辺の方向だったんです、企業育成という感じでは。その辺

で何か考えがあればお伺いしたいと思っております。 

○町長（森田 弘光君）   

 今、久田議員からお話の中で、私はやはり建設事業所の方々は、町の経済はもち

ろんですけれども、これだけいろんな議会の中でも質問が出てきましたけれども、

大規模災害など、そういう、今、まさしく台風シーズンに入ってきているわけであ

りますが、そこでやはり建設事業所の果たす役割、それから、いわゆるＩターン・

Ｕターン、そして、またいろんな事業所を定年した方々のさらに受皿づくり、そう

いったものの中で建設事業所の果たす役割は大変、私は大きいものがあるというふ

うに基本的に考えております。台風が来ますと建設事業所のまずは初動体制、機動

力をお願いすることになったりするわけでありますので、そういう果たす役割は本

当に高いものがあるのかなと思っております。 

 そういう中で、私たちが、今、国・県と一緒になって、国・県からもいろんな形

で指導といいますか、いわゆる発注の平準化といいますか、１年を通して仕事を発

注する。今、ややもすると上半期４月から夏場頃まで全て発注して、後は終わった

ら、まさしく、今、久田議員がおっしゃっているように、そこでの働いている方に

「お休みくださいね」みたいなところがあったりするものですから、安定的に経営

ができないということなどもあってですね、まずは平準化を目指しましょうという
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ことです。 

 それから、いわゆる不義理と言っています。不義理と言いましたっけ。 

 私の表現がおかしいかも分かりませんが、いわゆる設計価格と予定価格に異常に

差をつけるなとか、そういったことにひかって建築業者をしっかりと育てていきま

しょうということは、国・県を挙げて行っているところでもあります。また、そう

いう中で、今、久田議員のおっしゃっているようなところは、うまく世代交代が進

んでいるところも中にはございますけど、なかなかそうもいかないというところが

現状かなと思って、私の中では心配しているというところをお話しさせていただき

ました。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 今、久田議員がおっしゃるように、うちのほうで指名願を受け付けをして、従業

員の数や給料の支払形態等を見てみますと、確かに従業員も減っております。給料

の支払形態も給料制ではなく日給制の方もかなりいらっしゃいます。現場で私も感

じます、確かに高齢化をされていて、若い方がなかなか入ってこない。新規に参入

する建設業者の皆さん、新しい会社ですが、今現在、なかなか現れてきていない状

況でございます。 

 うちの建設課で行っている数億の土木事業、また町全体で行っている土木建築事

業の土木のほうはそれでも何とか、今いる皆さんで収められるかなとは感じます。 

 建築のほうが今、非常に人手が足りないのかなと思っております。鉄筋工、あと

は機械設備工事、その辺はほぼ外注です。町内で型枠をされる業者さん、専門にさ

れる業者もいます。逆にその方は徳之島中で型枠をされるなど、奔走しておりまし

て、島内でそういう建築業者に携わる専門業者というんですかね、左官屋さんや大

工さんなどの専門の方が減ってきているのかなと思っておりまして、私どもも危惧

しております。 

 建設課として何ができるとはなかなか言えないんですが、今、町長も言いました、

こういう言葉があるのかな。歩切りというのはもう今できなくなっておりまして、

さらに設計単価、その辺も県単価、あとは見積単価をするんですが、それも毎月、

毎年、ちゃんと適正の単価に仕上げた設計書で発注しておりますので、工事費とし

ては確保しているんですが、その人材を増やすという手段としては、少し建設課の

ほうで抜本的な方策というのは今見つかっていないところです。 

○９番（久田 高志議員）   

 課長の答弁でもございました。専門職と言われる方々がかなり減ってきているよ

うに感じます。特に大工さんあたりを見てもほぼ町外の方々が天城町内の住宅建設
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をされているように感じます。 

 あとは、やはり先ほど町長の答弁があられたように、発注のタイミング、これも

うまくできると思うんです。十数年前でしたか、当時の町内に出る平時の建設予算

は４億程度だったと思っているんです。今は７億を超えてきている。大型事業が入

ると簡単に十数億になってくるような感じで、そのタイミングをずらしていくこと

によってどうにかうまく定期雇用ができないのかなという思いでございます。 

 あとは、やはり落札された方の、それは企業努力につながるかもわからないんで

すけれども、各下請をされる事業者さん、産業廃棄物等にしても、やはり町外への

持ち出し、町外からの下請業者さんがかなり見受けられるような気がするんですが、

そういったところは、もちろん価格の面もあろうかと思いますが、何かしら町の中

で。 

 というのは、災害とかそういうときに、全部をお互い３町で仲良く仕事をやり取

りしてすればいいという問題と、災害等が発生して、台風災害なんて、それは伊仙

町なり天城町なり徳之島町なり、災害が起きるときはほぼ同じような状況で起きて

くるときに、やはり我が町にどれだけの業者を確保できるかと。そういったところ

も、特に港、空港を抱えている町としてはもう少し考えていただきたいという思い

があります。そういったところはどうにかならないものでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 専門業者がかなり減っておりまして、今言われた産廃等は天城町では受けられる

業者はおりませんし、コンクリートがら程度であればあるんですが、建設廃材とい

うのはなかなか天城町のほうは受け入れる業者が今おりません。あと、今、言われ

るように、大工さんも町の発注する工事も木工事で、町内で大工さんを下請で雇え

ないということがよく発生しております。 

 これを抜本的にどうやって解決するかというのはなかなか私ども建設課のほうで

はアイデアはないんですが、県が主催する技術講習会の案内、通知とか、あとは勉

強会とかですね。今、既存の業者、今、いらっしゃる業者さん、あるいは新規参入

されたいという業者、企業努力を待ちたいところではありますが、その辺も含めて

仕事はありますので、今後、そういうのも建設課のほうでもやっていければなと思

っております。 

○９番（久田 高志議員）   

 ぜひそういった形で進めていただきたいと本当に思います。 

 余計なお世話かもわからないですけれども、やはり選挙の勝った負けた、惚れた

腫れた、切れた何やらで休眠に追い込まれたり、いろいろな業者がいることも事実
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でございます。そういった方々もそれで諦めていくのかどうか、それは分かりませ

んけれども、やはりそういったところもしっかり拾い上げていく形にしていかない

と、今後、１０年、見ている限り、恐らく業者の数はかなり減ってくると思います。

ですから一朝一夕で建設業なんて経験もなく開業できる業種ではないですので、し

っかりと人材育成に努めていただけるような、安定した雇用ができるような体制に

は努めていただきたいと思っております。 

 次の点の品質向上について。 

 これは業種的に、はっきり言って、やはり「 近の工事は雑じゃないか」という

クレームが多々聞こえてきております。特に要は民間の農地の関連する災害等の後

です。あとはやはり生活道路に関する苦情です。こういったものに対しての対策は、

これは、町長、申し訳ないです。少しなれ合いな部分がないのかなという気がして

ならないんです。 

 町長、技術職である建設課、少しローテーション的にやはり入れ替えていって動

かしていかないと、ずっと同じ場所にいるとやはり業者さんとも顔見知りになり仲

良くなり、そして、ある程度のことはという形になってないかなと。 近、どうも

そこを感じるんです。 

 そういったところを含めて、やはり検査規定など、条例でもうたわれているよう

に公正、厳正な。仕事はちゃんとつくってあげる、でも、しっかりした仕事をして

いただくと。やはり税金を使って仕事をするわけですから、それを見る町民の方々

がやはりやって喜ばれる仕事を。きれいな仕事をして、ありがたいと言われる。道

路は舗装はした、水はたまっているなんて苦情が来るようでは私は良くないと思っ

ております。それも踏まえて、総務課長、町長のご意見をお尋ねしたいと思います。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 本町において技術職員の確保・養成は課題の一つであります。建設課、農地整備

課、または商工水産観光課、水道課、各事業を抱えているわけですが、その技術員

の技術向上について、今、課題であり、これは本町のみならず近隣の市町村も同じ

ような悩みを抱えております。 

 議員がご指摘のように、しっかりとした施工、これについて技術職員がそれをし

っかりと指導できる体制を保っていかなければならないと感じております。 

 また、長年、同じ部署にいるデメリットのお話もありましたが、先ほど申しまし

たように、技術員の養成という観点から、なかなか役場に入ってから技術力を取得

してもらう、高めてもらうという状況が今の現状でありまして、今後、しっかりと

体制を整えながら、ローテーションづくりにも努めていきたいと考えている次第で

あります。 



－197－   

○町長（森田 弘光君）   

 今、総務課長がお話のように、建設課、農地整備課にも関わるかと思うんですけ

れども、異動のローテーションは、事務を専門にやっているところよりは長い傾向

にあるのかなと私は認識しております。 

 それについては、相手、いわゆる受注業者、建設事業者がいますけれども、向こ

うは専門的ないろんな現場でのいろんな識見といいますか、知識を持っております。

やはりそこにしっかりと対応できる職員となると、やはりある程度そこに長くいて、

現場などでいろんな経験を積んでいく、そういった職員が必要だということで、や

やもすると、異動のローテーションが長くなるのではないかなと思っております。 

 長くなるということは、今、久田議員のおっしゃっている裏返しとしては、やや

もするとまたなれ合いが起きるのではないかということであります。これについて

はまたしっかりと考えながら対応していければなと思っております。 

 また、完成の品質が少し落ちているのではないかということでありますので、こ

れについてはまた、これまで鹿児島県の土木の方々を呼んで、天城町の建設業の

方々に来ていただいていろんな講習会とかもやっていた経緯があると思っておりま

す。ただ、コロナとかいろんな条件の中で、ここはできておりませんので、そうい

ったことを含めてまたしっかりと建設事業所の方々へのいろんな、対住民との工事

中でのトラブルの問題とか、また、仕事を施工していく中での課題とか、そういっ

たことを含めて、講習会等も復活していくことが必要ではないかと、今、考えてい

るところでございます。 

○９番（久田 高志議員）   

 ぜひ町民、地権者の絡む現場等は、特に農地においてはやはりその完成検査前に

地権者に確認をしてもらうぐらいはしていただかないと、結局、石だらけにして出

ていってみたり、皆さん、多分、自分の畑だったらやり直しをさせるはずなんです

よ。ただ、そういったところも。ほかにもあるんですよ。スプリンクラーが折れた

まま出ていったとか、そういった苦情が来るわけです。 

 ですから、できればで結構なんですが、地権者の方に事前に、検査の前に、一応、

現場を確認していただくぐらいはしていただけないでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 確かに道路改良・拡幅等があれば用地を購入して道を広げます。元の地権者がお

って道路をする際には、その両サイドの土地には影響がありますので、検査の前に

は関係地権者のほうに「終わりました」という報告とともに現場を確認させるよう

に今後はいたしたいと思います。 
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○議長（上岡 義茂議員）   

 しばらく休憩したいと思います。１１時１５分、再開をします。 

休憩 午前１１時０２分 

─────────── 

再開 午前１１時１５分 

○議長（上岡 義茂議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 久田議員。 

○９番（久田 高志議員）   

 それでは、質問を続けていきたいと思います。 

 建設行政についての次に採点基準等についてというところで質問をしていきたい

と思います。 

 先日、資料請求をいたしまして、工事完成検査通知書と項目別評定点、点数づけ

の資料を頂きました。これの説明をしていただきたいと思います。７項目に何点で

すかね、１４個ほどあります。どういったところでこの満点から減点になっていく

のか、どういったことなのかを説明をお願いしています。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。今、久田議員にお渡ししております項目別評定点の点数のつ

け方でございます。 

 今、項目が７つあります。まず１つが施工体制、次に施工状況。細目までお話し

ます。まずは、１、施工体制の中の細目が施工体制一般、配置技術者、次に２の施

工状況の中に施工管理、工程管理、安全対策、対外関係。次に出来ばえ。失礼。出

来形、出来ばえでございます。その中が、出来形、品質、出来ばえ。４項目めが工

事特性、施工条件等への対応。５項目めが創意工夫。これがまさしく創意工夫。

６項目めが社会性等ということで、地域への貢献等でございます。７項目めが法令

遵守、工事事故等による減点、総合評価による減点とあります。それぞれの点数が

あります。 

 その中で、まず監督員がこの項目の中の施工体制、配置技術、施工管理、工程管

理、安全対策、対外関係、出来形、品質、あと、創意工夫に加点します。トータル

で今いわゆる持ち点全ての監督員、総括監督員、検査員が点数をつけるんですが、

全ての点数が加点なしの０点だった場合は６５点満点となります。残りの３５点を

今言った監督員と総括監督員で検査員がその３５点を持ち点として、それに監督員

は３５点の４０％を占めます。総括監督員が２０％を占めます。検査員が４０％を

占めます。それで合わせ１００％です。全員が満点つけますと１００点になります。 
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 先ほどの続きですが、総括監督員が点数をつける項目が工程管理、安全対策、施

工条件への対応、地域への貢献等、これに点数をつけます。 

 検査員ですが、当日の検査員が点をつけるのが施工管理、出来形、品質、出来ば

えの４項目で、各その３者が全員満点つけると１００点になります。全員加点なし

の０点をつけますと６５点というふうなこの評点表になります。 

○９番（久田 高志議員）   

 課長、その点数配分ではなく、私がお尋ねしたいのは、すみませんね、素人なも

のですから。施工体制一般とはどういうことなのか、配置技術者とはどういったこ

となのか、施工管理はどういったことなのか、工程管理はどういったことなのか。

どういったことが加点・減点の対象になるのかをお尋ねしたいところです。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 検査対象ですが、多岐になるんですが、施工体制一般施工計画書を提出するとか

工事カルテの登録、その辺とか災害の対応、その辺になります。 

 また、配置技術者とすれば主任技術者を配置する、現場代理人を配置する、金額

によれば専門技術者を配置する等になります。 

 施工管理は、文字どおり施工の管理でございます。施工計画書、品質その他でご

ざいます。産廃の計画とかですね。 

 工程管理はその現場を工期内に終わらせるための工程を管理し、また報告もござ

いますので、そういう項目が、施工体制で１５項目程度あります。配置技術者で

１０項目ぐらいあります。施工管理１５項目ぐらいあります。工程管理も１０項目

ぐらいあります。 

 安全対策はパトロールをする。安全巡回、安全教育、あとは、現場の土留めとか

山留めというのもございます。 

 対外関係はいわゆる地権者との協議、あとは、法令を遵守した関係省庁への申

請・報告等になります。 

 施工管理は計画した施工計画書どおり現場が運営されているか、あとは廃材、副

産物のちゃんとした場所への納めができているか等でございます。 

 あとは、出来形というのは先ほど検査基準等もありましたが、構造物、または舗

装、建物その他で基準がございます。その基準を満たしているかというのが出来形

になります。併せて写真の管理もしてもらいます。 

 品質管理は、設計図書に載っている品質のものが現場にあるか、あとは、工場製

品であれば検査に立ち会っているか。設計図書と違うものを入れていないかという

のが品質管理になります。 

 あとは、出来ばえです。出来ばえは通りが通っているかとか、その現場のいわゆ
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る出来ばえを見ます。 

 あとは、創意工夫。創意工夫については、天城町で業者がなかなかここの点数は

伸ばしにくいところではあるんですが、設計書にある工法と同等さらにそれ以上の

工法で協議をして、いい工法を提案をして採用されるとか、そういうことが創意工

夫になります。 

 地域貢献は文字どおりの地域貢献です。 

 法令遵守は現場を安全に管理する工事事故、島内、また、その社員、会社その他

が法令違反していないか、そういうことを評価することになっております。 

○９番（久田 高志議員）   

 詳しく説明を頂きました。 

 ということは、この評定をする方々が検査員と総括監督員、督員という形で、そ

れぞれがその案件に対して評定をしていくということで、事業がいっぱいあったの、

で一番点数のいいところと一番悪いところを一応比較をしてみました。そうしたら、

その中にマイナスがついているところがあるんです。これは全員ゼロをつけてもさ

っき六十何点とか言っている中でこのマイナスというのはさっきの説明の中でいく

と、工期が工期内に終わらなかったとかそういったことを言われていましたけれど

も、これは工期に間に合わなかったということなんでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 工程管理に関しましては監督員と総括監督員が点数をつけます。検査員はもちろ

ん契約した工期内に終わって町長の検査下命をもらった検査員が検査しますので、

工期内に工事が終わっているものを検査員は検査します。 

 工程管理でマイナスが出る、通常は出ません。変更契約あるいは業者からの工期

の変更願、延長願を頂いて役場側がそれを了承して変更契約を交わします。ですの

で、工期内に工事は終わっております。 

 ただ、その変更契約をする前に監督員から工程に関して文書による指導・改善、

例えば、５月までに終わらすという約束で２月、３月、現場に入らない指導をしま

す。指導に従わない文書を出します。そういうときにはマイナス点になります。 

 さらに、それにも従わなかったらさらにもう一個。マイナスが２種類あるんです

が、点数で言いますとマイナス５点とマイナス１０点というのがあるんですが、

１回目の文書による指導をするだけで監督員から文書による指導をもらうとマイナ

ス５点になります。それにもなかなか応じない、応答しない場合がマイナス１０点

ということで、ここはいわゆる監督員がつける点数ですので、そういうマイナス点

もあり得ます。指導をいろいろして 終延長願が出て役場が受理していますので、

工期内に工事は終わるということになります。 



－201－   

○９番（久田 高志議員）   

 もう一つお尋ねします。指導をしているということで理解はいたします。 

 その工程が現場に入らなくて指導をされたと。これは、落札後、いつまでに着手

しないといけないとかそういったルールがあるんでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 入札後契約は１週間以内に交わします。１ヶ月以内に施工計画書なり業者から出

てきます。自ら計画したとおり現場に入らない場合は指導いたします。 

○９番（久田 高志議員）   

 そうしたら、計画どおりに入らなかったと。例えば、そういった期限はあるんで

すか。落札をして施工計画を立てて、そして、やり取りをして事業に着手。その着

手のタイミングとかはどういったものなんでしょうか。 

 例えば、建築とかであれば資材調達とかそういったものが整って初めて着手がで

きたりすると思うんですが、何かしらそういったルールがあるんでしょうか。もし

かしてさじ加減じゃないのかなと思ったりしているからなんですが。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 着手という言葉が非常に曖昧であるのは確かではございますが、通常ですと現場

事務所を工事施工箇所近辺に現場小屋を置きます。そういうのも着手ですし、いわ

ゆる測量、設計図書等の相違がないか、測量にも入ります。そういうのも着手でご

ざいまして、あとはその工程表に土工をしますとかという日付がございます。例え

ば、契約して１ヶ月半後から重機を持っていって掘削を始めますとか、やりを打っ

て確認してもらって始めますとか、そういうのを計画しているにもかかわらず１ヶ

月２ヶ月過ぎていけば、当初は電話あるいは口頭で指導をしますが、それでもなか

なか入らない場合は文書になると思います。何ヶ月たったらどうというのは、全体

工期が１年あればスタートが１ヶ月ずれればまた１ヶ月ずれるわけです。二、三ヶ

月の現場であればもう１週間そこらで入ってもらわないと非常にケツが厳しくなる

なという雰囲気は持っておりますので、その辺は個々に判断するものだと思ってお

ります。 

○９番（久田 高志議員）   

 そのような手順で公正に進めているのであれば、特に申し上げることはございま

せん。 

 ただ、ちょっと気になったことがございまして、他の場所で入札後全く着手され

ていない時期が１ヶ月以上あったような現場も目にしております。そういったとこ

ろの現場と比較をしても、そういった指導がなされていないわけです。 

 要は、先ほどから言っているように、一つの場所にいてなれ合いが起きているん
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じゃないのかと、中には私情が挟まれているんじゃないのかなという思いを込めて

のこういった質問でございます。 

 この後に行きますけれども、次は、ああ、そうだ。その前に。 

 この検査をする方々、監督員、総括監督員、検査員ですね。この方々はこういっ

た評価をする何らかの資格とかそういったものがあるんでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 資格があるというわけでなく、町長が命令した人が検査をいたしております。 

○９番（久田 高志議員）   

 どういった基準で。要はやはり先ほど総務課長も言われていましたけれども、部

署的に経験を積んで、やはり学んでいくことがあると。こういった評点をつけ始め

てそんなに日はたっていないような気がするんですが、何らかしら、例えば、学者

とまで言わないですけれども、有識者からの研修を受けたり、そういったことをさ

れて評点をつけているのか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 町長がもちろん下命、命令をするわけですが、土木工事であれば、若いときにそ

ういう現場を、若いときというか、そういう部署に配置になって自らがそういう監

督員等を経験して、その構造物、土木のやり方を、熟知とは言いませんが、分かっ

ていらっしゃる方にしていただいております。 

 建築に関しても、なかなか建築はそういう技術を持って経験値のある人が少ない

ですので、その中でも建築に携わった者が今のところは課をまたいで検査をしてい

るところでございます。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 町長が検査下命を、その職員に検査を命ずるということですけども、基本的に私

が理解しているのは、その工事の担当者は検査員になれないということだと。検査

員にも立ち会いにもなれないということですね。あとは、やはり主管課からこの方

を検査員にしたいということは上がってきますので、その人でよろしいですよとい

うことで私が押印をするということになっています。 

 その中で、やはりいろんな職員の中にも事業所と何らかの交流関係があるとか、

やれ何とか関係があるとかという方々も役場の中に職員がいますので、そういった

方々にはいわゆる検査員、立会人にはふさわしくないということで入れません。 

 そういったことで、主管課からこの方に検査をお願いしたいということですので、

私がその方で差し支えないということでその方に検査を下命ということなんですけ

ど、命を下すということですかね。検査下命をしているという今の状況であります。 
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○９番（久田 高志議員）   

 なるべくもう少し明確な評点を、誰が見ても聞いても説明できるような評点のつ

け方をしないと、片方は１ヶ月以上もそのまま放置される現場があって高得点であ

る、片方は指導を受けて言うこと聞かなかったのかどうかは分からないけれども、

そういったのもちゃんとペーパーでしっかりと分かるようにしておかないと、何か

私情が入っているような気がしてならないので、こういった質問をしてみました。 

 次に、検査の流れ、完成検査、どういった順番で完成検査が進んでいくのか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 工期内に受注業者から完成届と完成図書が届きます。それを監督員が精査をして、

今、町長がおっしゃいましたが、町長のほうにこの方で検査をしたいという旨を各

課から届けまして、命令を受けまして検査の日時を決めます。それで、現場のほう

で検査をします。 

 細かい、先ほど言いましたが、検査員が見る項目は、出来形、品質、施工管理、

後に出来ばえ、その辺を現場で見ます。いわゆる設計図書にある数量、図面にあ

る数量、高さ、幅、その辺の全てを一通り見ましてその検査が終わります。その後

で合格・不合格を決めて、町長に「完了しました」と検査の報告をします。 

○９番（久田 高志議員）   

 それを聞いて安心をしながら、後ほども触れますけれども、防災センターに関す

る裁判にかけて、私はかなりの回数で、行ける範囲で傍聴も行っております。 

 先日の傍聴で、何かあたかも当たり前のような感じで言われていたんですけれど

も、「現場の監督が検査調書に日付を入れずに提出してほしい」と。そういうこと

がごく普通なことのように聞こえました。そういったことは普通ではないわけです

よね。 

 検査聴書に日付を入れずに。これも不思議なんですよ。普通は現場にいる現場代

理人や主任技術者ですかね。そういった方々に通達するならまだ分からんでもない

んですが、このときの話では、相手方の企業の役員に「日付を入れずに検査調書を

提出してほしい」という旨をどうも伝えてあるようなんです。そういったことは日

常あり得ることなんでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 今、少し久田議員の質問の中でちょっと混同されていると思うんですが、以前の

いわゆる検査調書、今、問題になっている検査調書は工事完成届というエリアと町

の下命というエリアと検査調書のエリア、３つのエリアに分かれて１枚の紙に入っ

ております。それを今までは受注した業者さんが作って出していただくんですけれ

ども、業者から実際に役場が受け取るエリアというのは工事完成届というところの
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エリアだけですので、その日付は業者さんがこの工期内のこの日に完成したので届

けますという日付になります。それを役場が受信しますので、その下の日付はもち

ろん役場で決めますので、その下の検査下命調書の日付は役場が下命をした日、検

査をした日ですので後で記入しますので、そこはもちろん日付は入っていないもの

が届くわけです。 

 あくまでも、業者さんからは工事がいつ完成しましたので「本日届けます」とい

うその２つの日付は業者が記入して提出することになりますので、それを書かない

でということはまずあり得ないと思います。 

○９番（久田 高志議員）   

 分かりました。私はこれが気になるんですよ。結局、その現場の監督が相手方の

企業の役員に連絡をしてやり取りをする。通常、あり得ないことなんですよ。通常、

その現場にいる代理人なり、何でしたっけ。その主任技術者等と協議をしながら進

めていくものだと思うんですが、ですから、私が先ほどから申し上げているなれ合

いが起きているんじゃないのかと。仲良くされている話も聞いていますからなれ合

いが起きているんじゃないのかと、そういったことを伝えているわけですが、そう

いったところをしっかりと見直していただきたいというところですが、いかがでし

ょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 監督員は現場代理人とそういう書類の提出のやり取り、もちろん、工程の管理

云々は現場代理人と行いますので、それが今まで普通ですし、今までもそうやって

きたものだと私は認識しております。 

○９番（久田 高志議員）   

 ですから、それが普通どおりではないからおかしくないですかと言っていること

なので、ぜひ、町長、総務課長、私が申し上げたいことは、こういったことがずっ

と続いていくと必ず何かしらの要は事件が、事件というか、物事が起きるんじゃな

いかと危惧しているわけです。 

 ましてや、どうしても利益がつながる部署でもありますので、定期的な異動をし

ていくべきではないかと。長くいると必ず、恐らく私も人間ですから同じ場所にい

て同じ人とずっと会話して一緒に酒を飲んで遊んでいれば、そういった甘いところ

が出てくるような気もするわけです。 

 ですから、そういったところを厳正に、もう少し上手なローテーションを回して

いけないかと申し上げているわけです。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 
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 久田議員との質疑の中でお話ししましたように、やはり異動についてはローテー

ションというのがありますので、そこはしっかりと守っていかなきゃいけないと思

っています。 

 ただ、なかなかしっかりとその事業所、受注業者と対等にしっかりと対応できる

という関係の中で、少しでもそういうスキルを高めたいということでやや長くなる

傾向にあるのかなという傾向がありますので、その反面、なれ合いということにな

るとまずいので、そこについてはまたこれからの人事の中でしっかりと対応してい

ければいいなと思っております。 

 また後ほど出るかも分かりませんけれども、また、私たちは天城町各種事故事案

再発防止対策会議というものを定期的に開催しておりまして、いろんな懸念される

そういったことに対して、お互いが自分たちで法令遵守をしていこうという考え方

の中で今仕事を進めていることだけについてはご理解というか、ご報告をしておき

たいと思います。 

○９番（久田 高志議員）   

 ぜひしっかりと取り組んでいただきたいと思っております。 

 公共工事に関しましては、やはり今後どうにかしてその事業者の育成をしていく

こと、そして、またこの検査や評定等についてはしっかりと職員側も研鑽を積んで

いただいて、厳正かつ公正また的確な評定に努めていただきたいと申入れをして、

次の案件に行きたいと思います。 

 明許繰越・事故繰越の手順についてということなんですが、これは、私は過去に

何回か質問をして、都度都度途中で中断を挟み、質問を打ち切ったりしながら、今

回まで至ってきております。 

 この件に関連して、前回の議会は途中で中断をしているんですけれども、質問を

打ち切っているんですが、この件に関して調査をするという答弁を頂いております。

正確に言うと明許繰越・事故繰越が適正にされているかと。そういったところが気

になるわけです。手順どおりに物事を進めて内容に不備はないかと。そういったと

ころをお尋ねしているわけです。 

 町長は、以前、私の言い回しが非常に悪かったでしょう。「事故繰越の手続につ

いては、ある程度、適当に書いても通るんじゃないの」という話をしたら、「そん

な欺くようなことはよろしくない」ということで町長からお叱りを頂きました。 

 実際にこの内容が正確なものでなかった場合、どういったことが起こるんでしょ

うか。どういった調査をされたんでしょうか。私は３月議会からこの一般質問の締

切りをするその日まで何らかしらの対応があるものだと思って待っておりました。

もしあれでしたら前回の議事録を見ていただければ分かると思いますが、何らかし
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らどういった調査をされたのか、何ら報告がなかった理由をお尋ねしたいと思いま

す。 

○町長（森田 弘光君）   

 今、久田議員からお話がありました、そこについて、いわゆる今防災センターの

件だけでなく、久田議員からあの時点でお話があったのは、私は全般的なことだと

いうふうに私はその中では理解しております。事故繰越について、ある意味、今、

久田議員のおっしゃったような「適当な資料を作って出せばいいんじゃないか」と

いうこと。この表現が合っているかどうかはちょっと。具体的に合っているかどう

かですけれども、それに対して事故繰越、「国に対してそのようなことをしてはい

けないんじゃないか」ということで私が反論したというふうに私は認識をしており

まして、その防災センター云々についての議論というか、一般的な事故繰越の在り

方ということについて私は議論したというふうに理解をしております。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   

 お答えいたします。 

 前回、今回の臨時交付金に関わるうおっちょの事故繰越について調査を行うとい

うことだったかと思います。これに関しては、地方創生臨時交付金の取扱いが企画

財政課ということで、その事業を実施した商工水産観光課との事業、これについて

は一緒になって事故繰越の調書を作成したところでございました。 

 また、提出先が県の地方課ということで、県とのやり取りもかなり１０回程度行

いまして、その調書を県のほうから九州財務局のほうに提出されたわけでございま

す。 

 そういう中で、商工水産観光課のほうともその後のまたその内容についての協議、

この辺はさせていただいてはおりますが、議会に対して報告がなかったことはおわ

び申し上げたいと思います。 

○９番（久田 高志議員）   

 あまり説明になっていないんですが、結局、あまり触る気もなかったんですけれ

ども、どうも裁判とも関連しますので、 初に申し上げておきますけれども、事故

繰越ができたかできなかったか、昨日の柏木議員への答弁でもありましたが、そう

いったところが争点になっております。 

 結局、前回質問したときにどなたも確認には来ないんじゃないかと。適当という

表現は悪かったと思います。それは訂正したいと思いますが、それらしいごもっと

もらしい理由をつければ事故繰越は普通にできることじゃないんですかと。そこを

確認したいわけです。いかがでしょうか。 

○企画財政課長（福 健吉郎君）   
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 お答えいたします。 

 事故繰については自治法の中で定めてありまして、基本的には「避けがたい事

項」というのが第一の事故繰できる要件でございました。その「避けがたい事項」

というのは風水害等、そういったものが発生したときに完成期日までに完成しない

とそういうことが主の基本的な要件でございました。 

 そういう中で、令和２年から３年、４年にかけてコロナ禍の中で国のほうもその

繰越しにおける取扱いを変えてきております。これは令和３年度の１０月１９日の

財務省からの「繰越しについて」という通達でございますが、「令和３年度におけ

る新型コロナウイルスの感染拡大による影響に伴う事故繰越手続については別紙の

とおりとする」ということで、対象として「コロナ感染拡大防止の観点から実施し

た事業」ということで「コロナ禍における理由であれば事故繰越を認めます」とい

うことでございましたので、本事業については事故繰ができたということでござい

ます。 

○９番（久田 高志議員）   

 私、資料を頂いていますので、理由も把握しているつもりでございます。 

 課長、つじつまが合わないんですよ。大丈夫ですか。 

 私が全部発言しましょうか、時系列的にまとめてあるんですが。 

 この理由と。議長、一回ちょっと止めてもらっていいですか。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 しばらく休憩します。 

休憩 午前１１時５２分 

─────────── 

再開 午後 １時１５分 

○議長（上岡 義茂議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 碇本農政課長より、午前中の答弁の補足があるそうですので。 

○農政課長（碇本 順一君）   

 午前中、「肥料高騰のところで確認してみます」ということで答弁させていただ

いたことにつきましてご報告申し上げます。 

 午前中、これからと申し上げたんですが、その基準、値上がりの算定基準につき

ましては国のほうで確定いたします。秋肥につきましては、１．４で４０％の上げ

幅だというところで算定基準が決定しております。春肥、５月末までの肥料になる

んですが、これにつきましても恐らく似たような額だろうと。４０％から５０％ぐ

らいの額になるものと思われるということで確認が取れたところです。 
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 では、具体的にはと申し上げますと、例えば、去年の秋から５月いっぱいまでで、

１０万円分肥料を購入したとします。そうすると、その１０万円のうちの４０％、

４万円が肥料高騰分と。その高騰分につきましては、国が７割、県が１．５、合計

で８５％の交付金、補助が出るというところで、１０万円購入費を費やした方につ

いては、３万４千円の補助が出ます。 

 当然、その中には細かく「２割軽減できたか」「肥料の軽減分ができたか」とか、

いろんな条件は付されてくるんですけど、おおむね１０万円買ったら３万４千円前

後のところが交付されるということになります。 

 また、５年度につきましてもいろんな動きがあります。若干下がるんじゃないか

という報道もございます。しっかりと情報を見据えた上で農政課としては各事業に

取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○９番（久田 高志議員）   

 それでは、質問を続けていきたいと思っております。 

 明許繰越・事故繰越の件に関しては休憩中にも説明もございました。正直、あま

り納得しておりません。ただ、事がまた大げさになりそうですのでしばらくは私の

中でとどめておきたいと思っております。 

 今後、また何らかしらの関連が起きたときには、公の場に持っていきたいと思っ

ております。 

 それでは、次に、５項目め、住民訴訟の内容、経過と対応というところでござい

ます。１回目に答弁を頂いておりますけれども、これは、私はこの住民訴訟の内容

については重々承知をしているところでございます。しかしながら、やはりいまだ

に町民の中で「何のことをやっているのか」と。「何のサバクリね」と、「どうい

ったことですか」とまだ聞かれます。分かりやすく、どういった経緯で、どういっ

た流れで、まず訴訟に至ったかの説明を求めたいと思います。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 これまでも、この議場または広報誌でもご報告をさせていただいておりますが、

改めて報告させていただきます。 

 天城町防災センターの新築工事のＡ工区に係る工事であります。平成２７年２月

２０日から平成２８年３月２４日までの工期で工事を行っておりました。国の交付

金受入れのために平成２８年３月２４日に当時完成したということで、完成届を受

理し、国への報告を、交付金請求をしております。 

 ただ、この３月２４日というものが完成ではなく誤りだったということで、未竣

工、一部完成していないという形での国費について、交付金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律第１７条第１項による交付金の一部取り消し、そして、同法第
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１８条第１項の一部返還命令を受けたことによるものであります。 

 交付金の決定の取消額、元本でありますが、これが４千２９万８千２２５円。こ

れにつきましては、返還期限が令和３年４月３０日でありました。２度の議会での

否決という結果でありましたが、原案執行という形をもちまして返還期日の４月

３０日に国庫へ元本の返還を行ったところであります。 

 併せて、加算金というものが課せられました。これについては、国の交付金を受

け取った日から返還をした日までの１千８３５日間が対象となり、１０．９５％。

加算金の総額が２千２１８万４千１７２円。これにつきましては、議会の議決を経

た後、令和３年５月２４日に納付を行っております。 

 返還については以上でありますが、起債事業を活用していた関係で辺地対策事業

債の借入総額が４億８千３２０万円。平成２８年３月２５日でありましたが、繰上

償還を行いました。償還額が８４１万７千３４２円。利子が６万３千４０６円。ま

た、合わせて加算金２１２万９千２９６円。合計１千６１万４４円。この繰上償還

を令和３年１１月２５日に行っております。 

 そのようなことに関しまして、町の取った措置としましては、当時の関係者、前

町長、前副町長、検査員、当時の建設課長、立ち会い者、当時の総務課長と解決に

向けた協議を行ってきましたが、まず、検査員の方については３０万円、立ち会い

者の方については２０万円を令和３年８月６日に自主返納し、また、検査員の方は、

その後、再任用職員として雇用しておりましたが、退職なされております。立ち会

い者の方も町監査委員でありましたが、職を辞しております。 

 当時、検査員の方についても懲戒処分ということで、減給１０％２ヶ月という懲

戒処分を受けておりまして、請負業者については、指名停止処分１ヶ月というもの

がございました。併せて、前副町長、現町長でありますが、当時は減給１０％２ヶ

月、そして、町長になられた後に減給５０％を１年間ということで４８０万

２１５円を減給し、当時は１２万４千６００円も行っております。 

 また、当時の町長とも、その後、交付金の返還命令が出た後に何度か協議を重ね

てまいりました。５０万円を自主返納いたしております。報告をさせていただきま

す。 

 そういったことから、この町が被った損害に対して請負業者並びに関係者で補填

すべきではないかということから、住民監査請求が令和３年１２月６日になされて

おります。この住民監査請求につきましては、本町には２名の監査委員がいらっし

ゃいますが、監査の結果、２名の合意に至らずということで、令和４年２月１日に

合意に至らなかったということで、請求人代理弁護士の方へ通知がなされておりま

す。 
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 その後、住民訴訟に発展いたしております。令和４年２月２８日、住民による訴

訟が鹿児島地方裁判所民事部へ提出されました。それを受けまして、令和４年４月

１３日に第１回口頭弁論が行われ、冒頭でも報告いたしましたが、先月５月２４日

に第７回、そして、次回が７月１９日に第８回ということで、この住民訴訟が続い

ている状況でございます。 

○９番（久田 高志議員）   

 課長になんか、課長に申し訳なく思っている部分もございます。課長自体、この

件に関しては一切関与していないことも、もちろん、住民の皆さんは分かってあげ

ないといけないのかなと思っております。 

 本来であれば、町長、当事者は町長しかここには残っていないわけですので、で

き得れば町長のほうにご答弁いただきたいと私は思っております。 

 あと、総務課長、いろいろとご説明もありました。訴訟内容をもう少し分かりや

すく聞かないと皆さんがどう補填して、どうしたというのが今後裁判の中で、要は

情状を得るための手法なのだろうと思っております。 

 それ以前に分かりやすく説明をすると、工事が終わったと偽って完成検査をし、

国からの補助金を受け取り、そして、それが発覚し、未竣工というのが発覚し、そ

れをもちろん追及したのは私でございます。ひどい言われようで、ぼろくそに言わ

れているんですけど、やはりただすべきはたださないといけないという思いで、そ

こは追及しているところでございます。 

 そういった中で４千万の、四千幾百のお金、そして、加算金２千２００万。これ

に関して、「町の税金からそれを負担するのは間違いじゃないか」という住民監査

請求でした。そして、「町の税金で納めたのは間違いだよ」という、当時、事実で

ない虚偽の完成検査に携わった方々、そういった方々でこの税金を回収するべきだ

という裁判でございます。 

 私は、この勇気ある方々に精いっぱい力を注いで応援したいと思っております。

町長、こういった流れなんですけれども、まずここまでになる理由、なる理由。こ

の件が過失であったのか、故意であったのか、どちらとお考えですか。 

 町長なんか、ずっとこう思っていました、完成したいという一念がありました、

そういうことではないんです。こういったことをするのに、間違い、ミスというも

のはやはり誰でも起きるわけですので、ミスならばここまでならなかったと思いま

す。 

 私は故意だと思っているんですよ、故意。 

 さっきから言っているように、いろんななれ合い、そういったものを、いろいろ

な兼ね合いがあったんじゃないのかなという思いがございます。 
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 この件に関して、ミスだったのか、故意だったのか、どちらだとお考えでしょう

か。 

○町長（森田 弘光君）   

 基本的には私が、今現在、被告として裁判を受けているところであります。その

中で、裁判について、いろんな議会の場ではあるんですけども、過失であった、故

意であったという表現については、私はこの場では回答を保留しておきたいという

ふうに考えております。 

 また、一方で、これまで起きた経緯ということについては、私、これまで言った

ことについては職員をかばっているんじゃないかということだったんですけども、

いわゆる横領とかそういったことをしていないので、私のほうから損害賠償を受け

るという考え方はないということを、これまで一貫して述べさせていただいたとこ

ろであります。 

○９番（久田 高志議員）   

 係争中でございますのでそういった答弁でも致し方ないでしょう。この件に関し

て、ご承知のとおり、事務調査特別委員会も実施されております。その中で、各関

係省庁にこの件に対する様々な報告がなされております。その中で、工事の実際の

完了日は５月１４日だったという文書が様々なところから出てきたり、お言葉で発

せられたりしております。 

 ところが、この１４日以降に工事の注文書が出ているんですが、これに関しては

どのような認識をされているのでしょうか。各省庁にまた虚偽の文書を出したのか、

事務調査特別委員会にも虚偽の報告をしたのか、それも気になるところでございま

す。どうお考えでしょうか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 令和３年３月３１日付で国土交通大臣宛てにこの未竣工に関する報告を行ってお

りまして、その中でも、平成２８年５月１４日という報告をしております。 

 特別委員会のほうにも建設課が所有している全ての書類を提出して見ていただき

ました。また、もちろんその後、建設課でも全ての書類を見直しております。さら

に県の土木部の方も来ていただいて、建設課が所有している業者から提出していた

だいた完成図書、また、発注時からの全ての書類を見ていただき、町のほうとして

終的に５月１４日という報告書を作成して、いろんな方とこの報告書も精査をし

て、約１年近くかかってこの結果を導いて国のほうに報告しておりますので、今、

言われることに関しては、ちょっと私は分からないんですが、いろんな方でこの件

については調査をし、いろんな角度から書類を見て、この日付であろうという日を、
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町として報告したものと思っております。 

○９番（久田 高志議員）   

 そういうことであれば、この５月１４日以降の注文書も私はまた見つけ出してい

きたいと思っております。 

 何と言ったらいいんですか。正直、もうあまり信用ならないんですよ、あなた方

がしていることが。全てを出したと言っていますけれども、事務検査特別委員会の

ときも担当に説明しに来られた担当の方が 後まで出さなかった書類がありました

よ、脇に抱えて。そういった方が相手の役員の方に連絡を取ったり、いろんなこと

をしているわけです。こんなの癒着じゃないかと言っているわけです、僕は。 

 そして、あなた方が出す報告書も書類も全部信用ならんわけですよ。適当なこと

ばかり書いているような気がしてなりません。 

 その辺に関しては、恐らくこれから裁判でも明らかになることでしょうし、私も

この注文書に関してはかなり興味を示しておりますので、必ず探し出して入手をし

たいと思っております。 

 町長、ずっと、ほかの課長さんとかともそういう話をするんですけれども、この

町の隠蔽体質ですよ、隠蔽体質。物事を隠す。そして、ミスや失敗を隠して、みん

なで傷をなめ合ってというんですか、フォローし合って、そうやって物事を進めて

いくからいつまでたっても本当のことが出てこないのかなと私は思っております。 

 そして、町長、今後の対応、真摯に対応するというご答弁を頂いておりますけれ

ども、それは町長の思いなのか、周りの思いなのかは分かりませんけれども、そん

な裁判まで控訴して、引っ張って。「あいつらが何もできるもんね」という声もか

なり耳にしております。 

 裁判ですので納得がいかなければ、不服があればもちろん控訴するのも、何をす

るのももちろん権利です。してしかるべきなんです、納得がいかないときには。 

 ただし、町長、あなたがする場合には、町の公金、税金がさらに必要となるわけ

です。控訴して、控訴する場合ですよ。これはもう「たられば」ですので答弁は結

構なんですけれども、結果が変わらなかった場合とかは、やはりそれ相応の進退を

はっきりしていただきたい。そういう覚悟を持って控訴していただきたいと、控訴

するならばですよ。それを申し入れておきたいんですけれども、答弁ができればお

願いいたします。 

○町長（森田 弘光君）   

 お答えいたします。 

 隠蔽体質ということについて、いろんな不祥事と言っていいんでしょうかね、出

てきております。それを隠す隠すということではないのではないかなと思っており
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ます。 

 私自身、いろんな形で減給処分というのを相当やってきた。それも一つのいろん

な、表面に、きちんと表に出した。そして、それに対する責任ということで、私は

それなりに減給処分、そういったものもこれまでやってきました。ということを申

し上げておきたいと思います。 

 また、今、まさしく裁判が継続中であります。まさしく今議員のおっしゃるよう

な「たられば」ということについてはコメントを差し控えさせていただければと思

います。 

○９番（久田 高志議員）   

 分かりました。 

 町長、表に出したんじゃないんですよ。表に出さざるを得なくなったんですよ。 

 表に引っ張り出したのはこちらですから、ほかの件も。それでも正直に物を伝え

てこない、それが隠蔽体質だと言っているわけです。 

 我々も事前に相談を受けたり、泥をかぶるときは一緒にかぶる覚悟もあるんです

よ。それを何の相談もなく、何の根回しもなく、中に物事を隠して進めていって、

追及されたら慌てて、ばたばた。 

 町長、あなたの周りにはあなたを守る方が本当にいるんですかね。それすら気に

なってくるんですよ。 

 皆さん、分かっていますか。町長の足を引っ張っているんですよ。そうやって物

を隠して、公になって、こういう場で町長がたたかれるということは。我々も、

我々というか、私も事前にちゃんとした相談を受ければ。鬼じゃないですので。 

 手遅れになる前に今後は。いろいろと進み隠さず相談いただければと思っており

ます。 

 また、裁判の件に関しましては、私も行ける限りは傍聴に行きながら、またこの

原告の方々の支援をしていきたいと思っております。 

 以上をもって、今回の一般質問を終わります。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 以上で、久田高志君の一般質問を終わります。 

 次に、議席番号１３番、平山栄助君の一般質問を許します。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 町民の皆さん、こんにちは。令和５年第２回定例議会において、先般、通告しま

した３項目１１点について一般質問を行います。執行当局の明確な責任ある答弁を

求めます。 

 質問に入る前に、先月５月１８日頃に奄美地方が梅雨入りした模様とテレビ・新
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聞報道がなされました。うっとうしい日々が続いておりますが、町民の皆様におか

れましては体調管理には十分気をつけられ、日々の生活、仕事に専念し、頑張って

いただきたいと考えております。 

 さて、去る台風２号の接近で非常に心配されました。米国では「スーパー台風」

とも命名され、非常に心配した１人でもあります。幸いにしまして、沖縄本島・奄

美地方接近時には勢力がやや弱まり、さほど大きな被害も少なく安堵しております。

しかしながら、日本各地で甚大な風水害や土石流により家屋の倒壊や尊い人命が奪

われております。心よりお見舞いを申し上げます。被災された皆様の一日でも早い

復興・復旧を強く望んでおります。 

 私たち天城町には、台風２号の影響で鹿児島・奄美・沖縄航路を結ぶ定期線の度

重なる欠航において、生活必需品、乳製品、生鮮食品を中心にスーパーや小売店で

の品不足が毎回起こっております。地球温暖化に伴い、海面水温の上昇で台風の大

型化が心配される昨今ではないでしょうか。また、既に台風３号が発生し、今年も

台風に翻弄されそうになる年ではないかと心配をしております。 

 そういった中ではありますが、約３年ぶりに各集落におきまして豊年祝いが盛大

に開催されたと聞いております。和気あいあいの下で行事も無事に終わり、今年の

豊作を記念して質問に入ります。 

 １項目めの教育行政についてであります。 

 （１）学校給食センターの新築工事の進捗状況について、どのようになっており

ますか。 

 （２）令和４年度の予算執行不適切な事務処理の今後の対策について。 

 （３）教育環境整備における事務処理について、教育長としての監督責任をどの

ように考えていますか。 

 （４）各小中学校の通学路の安全点検がなされているのかお聞きします。 

 （５）昨日来の質問にもありますが、北中学校の体育館の新築について伺います。 

 ２項目めの建設行政について。 

 （１）与名間集落内の県道の未完了部分についてどのようになっているのか。

２ヶ所ほどありますが、建設課としてどのように考えているのかお聞きします。 

 （２）与名間集落から西阿木名集落に向けて、県道歩道の内側にガードレールの

設置が必要と考えておりますが、この件にしては何回も質問はしておりますが、現

在まだ動いていない状況であります。どのようになっているのかお聞きします。 

 （３）町道・農道の管理が適正に行われているのかお聞きします。 

 ３項目め、町長の行政運営について。 

 （１）職員の資質向上について。 
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 （２）幹部職員の育成について。 

 （３）副町長の人事について。町長が２期目の就任をされて、はや半年が経過さ

れておりますが、どのように考えているのか、詳しい答弁を求めます。 

 執行部の分かりやすい誠意ある答弁を求めまして、１回目の質問を終わります。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ただいまの質問に対し、答弁を求めます。森田町長。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、平山栄助議員のご質問にお答えいたします。 

 １項目めの教育行政につきましては、教育長のほうからお答えいたします。 

 ２項目めからは私のほうでお答えいたします。 

 ２項目め、建設行政について。 

 その１、与名間集落内の県道の未完了部分について、現在、どのような状況であ

るかということでございます。 

 お答えいたします。 

 鹿児島県によりますと、「現所有者と相続人の間で遺産分割協議において解決が

できなかったことから、土地取得ができず、まだボトルネック箇所として残ってい

るところであります。県としても、状況に変化があれば、事業化を目指していきた

いと考えている」とのことでございました。 

 町としましても、これまでもそうでありましたけれども、この土地の相続・協議

について協力できることがあれば、協力していきたい、そして、未完了部分の早期

解消に努めていきたいと考えております。 

 建設行政について。 

 その２、与名間集落から西阿木名集落にかけての県道の歩道内側にガードレール

の設置が必要だと考えられるが、今後の計画について伺いたいということでござい

ます。 

 お答えいたします。 

 これも鹿児島県ということになりますが、鹿児島県によりますと、「通学路にお

ける交通安全の確保については、令和３年に千葉県八街市で発生した事故を踏まえ、

全国一斉に通学路の合同点検を行ったところである。 

 徳之島事務所管内においても、合同点検後、点検箇所の路面標示や路側柱、道の

そばの柱、路側柱の設置など、対策に取り組んでいるところである。 

 ご要望の箇所においては、合同点検の箇所としては位置づけられていないが、通

学路の安全確保の観点からも予算化を目指して設置をしていきたい」ということで

ございます。 
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 私ども町としましても、通学路の合同点検などを踏まえ、引き続き県へ要望して

いきたいと考えております。 

 建設行政について。 

 その３、町道・農道の管理が適正に行われているかということでございます。 

 お答えいたします。 

 町道の管理につきましては、主に道路脇の草木の伐採作業、また、突発的に発生

する倒木の撤去や路面陥没の補修など、対応を行い、町道の維持管理に努めている

ところでございます。 

 また、農道につきましては、多面的機能支払交付金事業を活用し、天城町広域協

定運営委員会の各集落組織において道路及び水路の除草、また、泥上げなどの管理

を行っているところでございます。また、大きな修繕が必要な箇所については、併

せて、町が改良、補修を行っているところでございます。 

 ３項目め、町長の行政運営について。 

 その１、職員の資質向上についてということでございます。 

 お答えいたします。 

 社会環境の変化に柔軟かつ弾力的に対応していくためには、その行政サービスの

担い手であります職員の資質と能力の向上がより一層強く求められています。その

ため、天城町人材育成基本方針に基づきまして、コンプライアンス研修や接遇研修

のほか、役職ごとの研修を行っています。 

 今後も、全ての職員が高い倫理観を持ち、町民目線にたって物事を考え、まちづ

くりの担い手であるという意識を持って行動できる職員を育成していくためにも、

職員、そして、また管理監督者に対する研修体制をより一層強化してまいりたいと

考えております。 

 ２点目、幹部職員の育成についてということでございます。 

 お答えいたします。 

 先ほど職員の資質向上についてもお答えいたしましたが、私は就任以来、職員と

３つの約束をしました。 

 １つ目は、「まず隗より始めよ（率先垂範）」。 

 ２つ目に、「スピード感を持って対応」。 

 ３つ目に、「必ず記録・メモを取ろう」ということでございます。 

 社会情勢の変化に即応した改革意識を持ち、町全体にとって何が 適かという観

点から、より高い成果を目指して、常に挑戦し続ける職員を理想としております。 

 幹部職員の育成につきましては、組織運営に必要なマネジメント能力や部下の育

成・指導力の向上のため、係長・課長補佐・課長研修など、その段階に応じた研修
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を実施し、育成に努めているところでございます。 

 また、これからは、働く場における男女共同参画社会の実現に向けて、新たに女

性管理職研修を実施するなど、女性の活躍を支える環境の整備に努めてまいりたい

と考えております。 

 ３点目、副町長の人事についてどのように考えているかということでございます。 

 お答えいたします。 

 これまで５年近く副町長不在の中で町行政を進めてまいりました。 

 その間、課長並びに職員には大きな負担をかけてきたと思っております。 

 副町長人事については熟慮しており、考えがまとまった段階で議会へご相談させ

ていただきたいと考えております。 

 以上、私のほうから平山議員のご質問にお答えいたしました。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 次に、教育行政についての質問に対し、答弁を求めます。 

○教育長（院田 裕一君）   

 それでは、平山議員の教育行政についてのご質問にお答えいたします。 

 まず、その１でございます。学校給食センター新築工事の進捗状況についてでご

ざいます。 

 お答えいたします。 

 学校給食センターの老朽化に伴う建て替えにつきましては、令和２年度天城町学

校給食センター建設検討委員会を設置し、検討を重ねて参りました。現在、建設候

補地の土地取得について地権者全員の合意がおおむね得られたところです。 

 今年度は、土地取得・基本計画・基本設計の策定を予定しております。令和６年

度に実施設計から着工、令和７年度中の完成、令和８年度からの運用開始を目指し

ております。 

 ２点目の令和４年度の予算執行不適切な事務処理の今後の対策についてでござい

ます。 

 お答えいたします。 

 令和４年度予算執行において、未執行の事案が発生いたしました。 

 この事務処理については、原因等を把握し、今後、再発防止向けて教育行政の責

任者として、今まで以上に職員への指導を行ってまいります。 

 続きまして、３点目の教育環境整備における事務処理について、教育長として監

督責任をどのように考えているかでございます。 

 お答えいたします。 

 先ほどもお答えしましたように、予算計上し、備品購入を予定しておりましたが、
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事務処理に時間がかかり、未執行の事案を発生させてしまいました。各学校におい

て、予定していた備品購入ができず、教育環境整備に支障を来しました。 

 予算執行については日頃からスピード感を持ち、確実に執行するよう全体指導・

個別指導を行ってきましたが、このような結果になり、大変遺憾であり、深く反省

しております。 

 つきましては、今後、このようなことが起きないためにも教育行政の責任者とし

て具体的な監督責任を後もってお示しいたします。 

 ４点目、各小中学校の通学路の安全点検がなされているかということでございま

す。 

 先ほどの町長の答弁にも、一部、関連しますが、お答えいたします。 

 小中学校の通学路の安全点検につきましては、各学校で独自に実施しております。

今年度は、合同点検を実施する予定です。 

 ５点目、北中学校体育館新築についてでございます。 

 先日も奥議員へもお答えいたしましたが、北中学校体育館につきましては、第

６次天城町総合振興計画及び天城町学校施設長寿命化計画にのっとり、長寿命化改

修・建て替え等、整備計画を進めてまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 しばらく休憩をします。２時１０分より再開をしたいと思います。 

休憩 午後 ２時００分 

─────────── 

再開 午後 ２時１０分 

○議長（上岡 義茂議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 平山議員。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 それでは、１回目の答弁を頂きましたが、まず給食センターの件から質問を再度

してまいります。 

 去る５月２９日１時から第５回目の給食センター建設検討委員会が開催されてお

ります。その中で、委員長・副委員長の選出となっておりますが、どの方がまずな

られたのか、お聞きします。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 当日の検討委員会での委員長には教育委員の榮啓一郎氏、そして、副委員長には
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議会代表としての平岡寛次氏に決定しております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 教育長と教育総務課長にお問合せしますが、この組織図をご覧になっていますよ

ね。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 組織図。はい。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 大丈夫ですか。いいですね。 

 そうしたら、これを私が見ている限りでは令和２年１１月２０日に第１回目の検

討委員会が開催されております。そして、この間の２９日で５回の委員会が開催さ

れておりますよね。その間、議会に一回も説明がされたんですか、その確認からま

ず。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 全員協議会等での説明はさせてもらっておりません。議会での随時の一般質問等

で「第何回目を開催した」等の答弁をさせていただいております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 議会では、皆さん、一般質問に対するただの答弁であって、こういった細部まで

の説明は一回もないんですよ。ですから、議会軽視じゃないのかと。 

 大変なことを皆さんやっているわけですよ。ですから、町長。町長にも言いたい

んですが、町長部局と教育委員会部局、意思統一が図られていないんですよ。この

件はこの件でいいんですが、後でまた触れていきます。 

 それでは、先ほど教育長はさらっとすばらしい答弁をされておりますが、教育長

の答弁の中で「給食センターの建設検討委員会を設置し、現在、建設候補地の」と。

第１案でしょうね。「土地所得について地権者全員の合意がおおむね得られた」と

答弁しております。この「おおむね」というのはどういう意味ですか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 この地権者の方々と協議をさせていただきまして、土地の譲渡等につきまして同

意を得られたということで「おおむね」という言葉を使わせていただいております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 皆さん、５回目のこの検討委員会で、土地の面積が出てきているんですが、約

７反２畝、７千２００ｍ２の面積が出てきておりますよね。そしたら、この中に

４名の地権者がおるように見受けられますが、この方々は全員が島におるんですか。 
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 それとこの用地約７反２畝を全部購入するのか、そして、その土地価格はどうい

うふうにして決めていくのか、説明を求めます。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 地権者の方々ですが、現在、地権者の代表の方は町内に２名、残りの２名のうち

１名が鹿児島、もう１名の方が北海道です。購入予定ですけれども約７千２００ｍ２で、

これにつきましてはこの４筆、合計６筆になるんですけれども、この分の購入を考

えております。 

 あとは、この用地の取得費ですけれども、令和４年３月に土地価格評価をさせて

いただいて、その評価額を参考とし購入を考えております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 単価は幾らね。平米単価で言うと。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 今、単価を示しての交渉にはまだ入っておりませんので、この単価につきまして

はその土地土地での単価、評価が違ってきております。その分については、後ほど

また公表させていただきたいと考えています。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 町長も教育長も、約７反２畝を購入しますよね。これはまた議会の議決が要ると

思うんですが、それ以前の問題なんですよね。鹿児島に１人いますよね。北海道に

１人いますよね。電話等のやり取りでは我々はあまり信用しないですよ。 

 まず、売買契約書を交わしたり、そういう手続を踏んでから物事は進めないと。 

 では、皆さん、北海道と鹿児島がボツになった場合はどうするんですか。これは

もう終わるわけでしょう。またこれは。そういうところなんですよ、物事は。 

 今、課長自ら１年半ぐらいもう既に遅れていると。このスケジュール表を見ます

と７月いっぱいまで用地取得をやるというスケジュールのようになっておりますが、

これが遅れた場合、それとその契約書が単価が合わないから駄目ですよとなった場

合はどうされるんですか。そこなんですよ。 

 そういういいかげんな。いいかげんとは言いませんが、軽率なんです、やってい

ることが。 

 どうですか。もしこれが、北海道行って、今から。まだ行っていないわけでしょ

う、鹿児島も。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 
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 この島外にいらっしゃる方つきまして、鹿児島は令和３年度に直接お会いして了

解を得ました。このときは、教育長も同行していただいてお会いしております。 

 北海道にいらっしゃる方につきましては、令和３年度までは大分にいらっしゃる

方とのやり取り。その代表の方は大分のほういらっしゃったんですけれども、今回、

今年度に入ってから北海道にいらっしゃる方が代表ということで電話等で詳細を、

今、煮詰めて終わっているところです。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 ちょっと説明を聞いていると軽いですね、皆さん。 

 土地交渉というのは、皆さんが思っているようにはいかないんですよ。直接、書

類を持っていって、まず契約書を交わさないと物事は進まないということなんです

よ。 

 では、鹿児島と何かそういう契約書を交わしたんですか。仮契約書など、いろい

ろとあると思うんです。司法書士や行政書士、専門から聞けば。 

 僕が心配しているのはここなんですよ、皆さん。その土地を７反２畝。高いとか

安いとか、買うのは大いに結構なんですよ。ここに決まるのであれば。これが進ま

ないことには皆さんが出した第５回目の委員会のスケジュール表というのは完全に

遅れていくばかりなんですよ。 

 後でも触れますが、どうですか。では、今の状況で誰が北海道に今から行くんで

すか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 今、事務を教育委員会総務課補佐、そして、給食センターの所長で事務を進めて

おります。この両名が北海道行く予定にさせていただいております。 

 今議会において補正予算、土地購入費を計上させていただいておりますので、こ

れを議決後、速やかに対応をさせていただきたいと考えています。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 確かに速やかに進めてもらわないと困るんですよ、これでは。 

 それと、町長もお分かりかと思うんですが、第６次振興計画書の中で、これ令和

３年６月議会でお示しされておりますが、総事業費は約９億円組んでございますよ

ね。それで、令和４年度に５千万。令和４年度ということは昨年ですよね、５千万。

恐らくこれが土地購入に回っていくだろうと思いますが、令和５年度に８億５千万

円。これが恐らく建設事業費に回っていくだろうと思うんですが、皆さんが、今、

作ろうとしている給食センターの建物を、建屋と言ったほうが早いでしょう。どれ

くらいの面積を予定されておりますか。 
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○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 詳細の平米について何ｍ２ということはお答えできないんですが、約３００ｍ２、

土地がその３倍以上が必要ということで、当初、基本設計を、基本的な考えを持っ

ていました。 

 今回、これも補正予算に計上させていただきました。基本設計費等でプロポーザ

ル方式により、募集をし、設計基本構想等を綿密に立てていきたいと考えておりま

す。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 町長、これは皆さん、ここに資料があります。２２年、去年のですね。昨年度、

瀬戸内町が敷地面積が３千７３８ｍ２ですね。そのうち、建屋として１千３０２ｍ２、

約４００坪の給食センターを作ってございます。そうしますと、その総事業費が約

１１億６千万円かかっております。いいですか。そこは頭に置いておかないといけ

ないんですよ。 

 喜界島はあまり参考にならないと思うんですよ。２０１７年度に作ってございま

す。これはいわゆる給食センターと天城町が造ってあります防災センター、防災機

能を合致した建物でございますのでいかがなものかなと思うんですが、そこでも、

敷地面積は別にして１千３６２ｍ２。若干ちょっと大きいんですが、それにしても

９億８千９１１万。約１０億ですよね。ですので、皆さんが８億５千万を出した、

概算で出してある。この金額内で収まるのかそういう心配もするんですよ。ですか

ら、そこら辺を、やはりある程度の概算というのは出してもらわないと、今、町長

は学校施設整備基金約４億６千万あると言っておりますが、やはりそこにだんだん

だんだんお金がそこに食い込んでいくと、ほかの事業は僕はできないんじゃないか

なと。 

 そして、一番大事なことですよ。それだけの給食センターをつくるのであれば、

ある程度の概算というのが出てきて当たり前じゃないんですか。土地を７反２畝購

入するわけでしょうが。そこなんですよ。 

 では、そのためには、ではどれくらいの給食センターの用地が取られて、そうい

った説明がないというのが疑心でたまらないんですよ。議会軽視じゃないですか。 

 町長、いかがですか。これを今やっているのはおかしいと思いますよ。 

○町長（森田 弘光君）   

 議会への説明等々については、また午前中の議論の中にもありましたので、しっ

かりと説明をしながらまた議会の協力といいますか、理解がないとまた先に進まな

いことでありますので、それについてはしっかりと対応していければというふうに
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思っております。 

 また、なかなかその給食センターの話が出てきてから先に進まなかったんですけ

れども、今年に入りまして急転直下といいますか、予算も用地の購入予算という形

でも、今回、ご提案できるようになったということについては相当なスピードが上

がってきたなというのは私の認識であります。 

 ただ、今、議員のおっしゃっているような細かいところについては、またもっと

しっかりと詰めていかないとまた８億、９億か、次の桁に上がってしまうかもわか

りません。その中でやはり議会の理解を得ないとまた始まりませんので、そこにつ

いてはしっかりと説明をしながら事業を進めていければと思っております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 今後、やはりこういう喜界島の前の給食センターが約４５年ぐらい経過して、新

しく、もう約半世紀はつくったら動かないわけなんですよね。そういうことも考え

て、やはり今必要な給食センターでありますからスピード感を持ってやっていただ

きたいというのが私一個人でもあり議会の要請なんです、要望なんです。 

 そして、このスケジュール表の中で、以前、給食センターの調理従事者が、ほと

んどの方が知名町の給食センターを実費で行ったと思うんですが、実費でなくても

いいんですが、その後、約半分のほとんどが入れ替わっていると思うんですよね。

そして、このシミュレーションの中で瀬戸内町と喜界町を視察ということで課長補

佐と所長、これはこれで結構なんですが、やはりその現場で働いている方々の意見

も、新たに知名町へ行ったときと変わっておりますので、そこら辺はどのように考

えておりますか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 すみません。先ほど私の説明で建物の面積等を誤って説明しておりました。 

 今、平山議員からお答え、瀬戸内町、喜界町の面積とありました。それと同等の

面積ということで修正をしたいと思います。 

 知名町の視察ですけれども、今年度、調理員の視察を予定しています。これは、

当初予算に計上させていただいております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 それは入れ替わったんじゃないのですか、辞めたりして。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 はい。調理員の入れ替わりがありましたので、今年度、令和５年度の予算で知名

町の視察を計画しております。 

○１３番（平山 栄助議員）   
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 それは、今、瀬戸内町と喜界島の同等の面積とはっきり言いましたでしょう。そ

うすると、瀬戸内町のは去年の８月、９月１日にオープンしているんですよ。これ

で、約１１億６千万かかっているわけなんです。そうしますと、天城町は同じよう

な規模でいきますと、資材高騰が。私は建築業でも建設業でもありませんのではっ

きりした単価は分かりませんが、１２億ぐらいかかるんじゃないですかということ

なんですよ。いかがですか。 

 それと、杭打ち工事もあるんですかね、向こうの場所に決定した場合。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 防災センターの場合は長い杭を打っております。あと、体験館のほうも打ってお

ります。町営住宅の通常の２階建てのＲＣの場合も土壌改良、杭に似たような改良

をします。今回、ちょっと私も図面、その辺は見ていないんですが、平屋のＲＣ造

になるかなと思っておりますので、杭打ちではなくて、土壌改良程度で済むのかな

と思っております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 確認のためというんですが、皆さんがなかなか全協で説明がないもんだからこう

いう長く時間がかかるんですよ。 

 例えば、１２億だと、概算で。しますよね。そして、補助対象で見られる分が幾

らなのか。では、補助対象外ではと。そういう質問もしたくなるんですよ。 

 例えば、では、全体の１２億かかった場合の２分の１、丸々補助がつくのか、そ

ういうとこなんですが。分かっておれば。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 今のご質問につきまして、基本構想等を立てた上で、その時点で数字等の部分が

出てくると思いますので、皆様のほうにお示しし、今後、ご相談をさせていただき

たいと考えています。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 ぜひスピード感を持って、ここにばっかりかかっていても時間が足りませんので

ぜひ。瀬戸内町が約１千食を作れるような給食センターです。喜界が約７００食で

すね。そういったことを見ますと、やはり町長の思いもあって、あの場所に持って

いったと思いますので、必ず１００％もうそこにつくるんだという意気込みでしな

いと、そこで万が一、また、土地契約でこじれた場合は、またどこに回っていくか

分かりません。第２位なども検討はしていると思いますが、動かないと思いますよ、

こういうことをやっていたら。 

 ぜひスピード感を持って。やはりもう５０年、半世紀の一大事業だと思ってこの



－225－   

給食センターにはもうスピード感を持って頑張っていただきたいとお願いしておき

ます。 

 それでは、（２）予算執行の不適切な事務処理の今後の対策についてです。 

 この件は、町のホームページに４月２５日か２８日付で公表されているみたいな

んですが、私が見た限りでは、先ほど課長に聞いているのはそこなんですよ。部下

は載っていたんですよね。戒告ということで。課長の名前が見当たらなかったんで

すが、出しましたかね。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 この件については町長部局のほうでの対応になりますので、町長部局のほうで説

明をさせていただきます。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 教育委員会総務課職員の不適切な事務処理の対応であります。 

 懲戒処分等審査委員会を開きまして、懲戒処分、戒告ということになりました。 

 公表につきましては基準に定めがございまして、「懲戒処分等以上が公表」とい

うことであります。 

 もちろん県のほうにも報告をいたします。 

 管理監督責任としましては訓告処分ということでございました。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 我々は、そういう訓告とかそういうのはなかなか、地方公務員でもありませんの

でその内容はどういった内容がありますかね、訓告というのは。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 それでは、懲戒処分等の種類の報告を重い順にお知らせいたします。 

 一番重いのが免職でございます。職員としての身分を失わせる処分。 

 次が、停職。１日以上１年以下の間、職務に従事させない処分。 

 ３番目に重いのが減給処分。１日以上１年以下の範囲での給料の月額の５分の

１以下を減額して支給する処分ですが、これは率もそれぞれあります。 

 戒告というのが懲戒処分の一番下の基準になりますが、非違行為に係る責任を確

認させ、その将来を戒める処分というのが戒告処分であります。 

 そして、その下に懲戒処分までには至りませんが、訓告処分、厳重注意、口頭注

意というのがあります。 

 さらに、こういった処分につきましては、やはり数が重なるとそれ相応に次はだ

んだん重く処分がなっていまいります。 

○１３番（平山 栄助議員）   



－226－   

 その職員に対する訓告、懲戒とか出ましたけれども、それは総務課長が口頭で注

意するのか、例えば、教育長が教育委員会部局で教育長からされるのか。そこら辺、

ちょっと確認のために。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 このような事案が発生した場合には、天城町懲戒処分等審査委員会を開きます。

定めで委員長は副町長という職の方になっております。 

 現在、本町は副町長が不在でありますので、課の設置条例の序列によって委員長

になります。 

 したがって、現在は総務課長がそれを兼ねるという立場になっておりますが、各

課長、局長が委員となっておりまして、その懲戒処分等審査委員会の結果を任命権

者である町長のほうにお伺いを立てます。そして、それを踏まえた上で任命権者で

ある町長が決定をし、処分は町長のほうで下すということになります。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 ここにちょっと読んでみますね。私もこれ持っているんですよ。 

 「天城町職員の懲戒処分等に関する指針」ということで、前段は抜いて。 

 「職員に公務員としての自覚を喚起し、不祥事の発生防止に資することを目的と

する」とうたわれております。この内容をその懲戒をもらった職員が、若い子、分

かりますよ。本当にこれを反省しているのか、ちょっと危惧するというんですかね。

くらしと税務課でも、この間の、まだ結果は出ておりませんが、非常に。本当に反

省しているのかなと首をかしげたくなるような、この間の全員協議会での態度だと

思うんですが、どう考えておりますかね。非常に私はまだ反省しているのかなと。

本当に自分たちのやったことが、この罪というんですかね、そこがあまり伝わって

ないような気がしてならないんですが、いかがですかね、総務課長。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 これまでも、再三、この本会議場でもお答えしてまいりましたが、我々の本分は

全体の奉仕者であると感じております。 

 そのような中で、このような事案が発生した場合に処分されるわけでありますが、

議員からご指摘のように、それは職員本人がしっかりと自覚をし、深く反省をしな

ければならないと感じておりますし、また、指導のほうも徹底していきたいと考え

ます。 

 先ほども申し上げましたとおり、幾度となくこういったことが重なっていくと

終的には身分を失うことにもなりかねませんし、一人の職員のそういった行為によ

って天城町役場としての信用の失墜にもなりかねないと。 

 しいては町民の皆様のご迷惑につながっていくと感じております。業務をしなが



－227－   

ら職員がこの本会議を見ているようであればしっかりとこの議論を受け止めて、日

頃の事務にしっかりと生かしていただくことを期待しながらまた指導していきたい

と考えております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 ちょうど１２月に議選の監査委員ということで再度上げていただきまして今日に

至っているわけなんですが、非常にその間では出張旅費の未精算とかそういったの

がほとんどなくなってきております。確かに変わってきたなと本当に喜んでいたん

ですよ。もうそれはやはり、その当時の今の、会計課長も変わりましたけれども、

やはり部署部署において真剣に取り組んでいるのが今日に至っていると思っており

ます。先月も今月もありませんでした。 

 ですので、私が常に言いたいのは公金で、町の税金で動いている。そういったこ

とに本当に真剣になって物事をやっていただかないと後々怖い問題が起こりはしな

いかなと心配しているんです。 

 教育委員会です。教育委員会も事務分掌表を見ますと、通帳の管理というのは課

長がするようになっていますよね。ですから、そこなんですよ。一職員に通帳とか

印鑑を持たすと。そういうところなんですよ、物事の怖さを考えていただきたいと

思っているのは。 

 全員協議会でも申し上げましたが、お隣の町においてはそういった不祥事で懲戒

免職になっている人がたくさんいるんです。奄美市でも発生しております。 

 ですから公金の管理、特に通帳と印鑑というのは、主管課長、あるいはまた会計

に直接保管してもらうようなことを、再度、戒めのためにしないとまたそういう問

題が起こるかもわかりません。 

 教育委員会においては過去にありましたよね。体育協会のお金の云々、そういっ

た事例もありますので、もう少し戒めるためにも、再度、場内を引き締めてもらい

たい。 

 これは後の副町長人事にも入りますが、町長、やはりそういったところなんです

よ。総務課長やら皆さんが懲戒のことをするよりは、特別職の副町長が委員長にな

って物事を仕切るのが私は本当の姿だと思っております。 

 身内が身内を裁いたって、そこには情というのが出てくるんですよ。ですので、

そこら辺は、誰が見ても天城町はそういう厳しさを持ってやっているというのを見

せないと。 

 お互いが、もし課長が課長を皆さん処分したとしても、どういうもんですかね、

私は公正公平な懲戒というのはできないと思っておりますので、ぜひ厳重に注意し

て、今後の職務に専念されていただきたいと思っております。 
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 それでは、次に移ります。 

 教育長は後ほど特別職ということで。 

 教育長、私はこれにあまり触れたくはなかったんですが、ですので、この間の全

員協議会のときは、ちゃんと残って、もう少し時間を置いていけば、別に議題に挙

げる必要もなかったんですよ。 

 ですので、そういうこともありますので、もうこれ以上のことは教育長に言いま

せんが、教育長は教育現場の 高責任者なんです。そこは常に分かっていただきた

い。 

 そして、豊島総務課長、余談にはなりますが、北中学校の水洗い場、それを発注

して工事完了して請求書が来ましたよね。請求書が来たのは１月末だと思っており

ます。皆さんが決裁したのが３月３０日ですよね。それで、支払ったのが４月

１３日かな。その間、その業者さんに対して電話等でもいいのですが、謝罪等はあ

ったんですか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 ただいまの件につきまして、３月に事務処理を行った際に先方の業者の社長のほ

うへ担当より電話をし、謝罪をしております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 町長、やはりこういうことなんですよ。この方は天城町の皆さんの光和会にも加

入して、やはり３月の末というのは、どの業者もてんてこまいでそれどころではな

いんですよね。恐らく、お金が振り込まれているとしか思っていないですよ。皆さ

ん、確実に遅延防止法というのに確実に抵触していますよね。 

 今後、そういったこともやはり常に教育長より課長ですよ。あなたが自分の課を

確実にまとめないと、一昨日の一般質問を聞いておりますと教育委員会自体が学校

側との意思疎通というんですか、教育委員会自体が場内があまり機能していないよ

うな気がするんですが、議員の同士からもそういう話が聞こえております。いかが

ですかね。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 ただいま指摘につきまして真摯に受け止めて、今後取り組んでいきたいと思いま

す。 

 この対策としましては、現在、私のほうで職員との業務の遂行に当たり、執行状

況、公文書等の受発確認、また、書類やメールの確認等、その都度、職員と連携を

図りながら今後は取り組んでいきたいと考えています。 
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○１３番（平山 栄助議員）   

 ぜひ上司と部下、縦横のそういったものももう少しチェックしないと、またそう

いった問題が起こるかも分かりません。ぜひ緊張感を持って。 

 教育委員会だけではありませんよ。ほかの課にもあるかも分かりません。ですの

でそこら辺をしっかりと締めていただきたいと思っております。 

 それと、ほかの課のことも言いたいんですが、やはり議会サイドから一般質問を

されて、分からなければ分からないように議員の皆さんにどこをどう聞きたいんで

すか。町長、そこなんですよ。 

 過去はそのようにしよったんですよ。擦り合わせて談合をしなさいという意味で

はないですよ。分からないところは素直に議員の皆さんに聞かないと。どの課長と

言いませんが、「分かりません」では。天城町はそれくらいのもんですかと。この

ＡＹＴを見ている方はそういうふうにしか思いませんよ。 

 ぜひ、町長が「隗より始めよ」と 後にいつも言っている。ちゃんと、事務を。

記帳することなんですよ。何月何日に何を言われたかを。手帳があるわけでしょう、

それを見ておけば。我々もちゃんと持っているんですよ。家のちゃんと黒板には何

月何日に何がある、全協で何があるとか。そのようにしないと度忘れする場合もあ

りますよ。 

 ですので、やはり常に手帳には自分の行動の日記ぐらいはつけて、何を今月やる

べきか。 

 皆さん、各課でいろんなミーティングをされておりますが、ミーティングしてい

る割にはこのようなミスが起こっているわけです。ですから、課においてのチェッ

ク機能というのがなっていないということがこういった形で現れていると私は思い

ますよ。ぜひ、今まで以上に厳しさを持って取り組んでいただきたいと要請してお

きます。 

 それでは、小中学校の通学路の安全点検なのですが、非常に、今、町長や総務課

長、皆さんに渡しているんですが、皆さんはそこを見てどのように思いますか。ま

ず子どもたちはそこを安全に登下校ができない状況だと私は思っておりますが、ど

うですか。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 先ほど平山議員よりその箇所の写真を見せていただきました。 

 樹木によって歩道の半分以上、車道に近いところまで樹木が伸びていて、これは

もう危険だというふうに感じました。 

 教育委員会では、各学校が年度初めに通学路の点検等をしております。その報告
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に基づいて、令和３年度には合同点検、コロナ禍時でしたので書面での処理をさせ

ていただいておりますけれども、今年度はこういう点を含めて、合同での安全点検

を実施していく予定としております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 合同点検ということですが、いつ頃を予定されておりますか。メンバーはどうい

ったメンバーですかね。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 合同点検は８月頃までに実施をしてはと考えております。 

 メンバーとしては、教育委員会関係、各学校、ＰＴＡの方々、町建設課、そして、

町消防交通、総務課、そして、県の徳之島事務所、そして、徳之島警察署等、従来

このようなメンバーでさせていただいておりますので、今年度もこのようにして実

施したいと考えております。 

○町長（森田 弘光君）   

 今、合同点検ということですので、合同点検は合同点検でしていただいて、現実

に今日明日の問題ですので、建設課長、一緒にやりましょう。そうしないと８月ま

で事故があったらどうしますかという思いがありますので、合同点検は合同点検で

してもらって、そのような形にしないとちょっと怖いですよね。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 議員の皆さん、後で回しますが、まさに、町長、「隗より始めよ」、そういうこ

とですよね。 

 この場所ばかりではなかったんですよ。建設課長がご案内のとおり、松原から坂

を登ってきた左側にマツダさんのお宅ですよね。あそこも非常にのりが歩道に崩れ

かけてきているんじゃないかなという心配もしております。 

 あそこも、後ほどもありますが、県、私は境界はまだ奥だと思っているんですが、

法面なんですね。法面工事を県土木あたりに申請したらやっていただけるんじゃな

いかなと思うんです。 

 建設課長、ついでではありませんが、いかがですか。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 この後の質問もありますが、建設課が、今、県から除草の委託を受けて道路の法

面上下１ｍぐらいは草の除去はしております。民地であったり県有地から生えてく

る樹木についてはこの事業に入っておりませんので、町の予算とか県にお願いした

り、この予算の短期報償を使ったりしながら伐採はしておるんですが。 

 大体、平山議員のご指摘があってから私たちが、今、動いている状況でいつも気
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がつかなくて申し訳ないなと思っているところであります。 

 さらに、今、お話のところは法面の張りコン事業ですか。南部のほうにも一部あ

りますし、中央線にも張りコンをしてきている県の事業もありますので、その境界

を確定させて、そこは早急に張りコンでもしないと、言われるようにもう歩道の

３分の１ぐらいに法面の土が寄ってきていまして、歩道幅が確保できていなくて、

いつも見えづらいカーブのところで子どもが車道を歩いている状況が見受けられま

すので、その辺も含めて県にもお願いしたり、私たちができるものは早急にしたい

と思っております。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 補足がありますので。 

○教育長（院田 裕一君）   

 平山議員からのご指摘ありがとうございます。 

 私としては、やはり各学校の管理職等がしっかりと子どもたちの通学路を点検す

る。そして、危ないところは、例えば、今、民間のところは、やはり民間のおうち

の方にお願いをするとか、そういうところも再度、もう一回、校長会、教頭会で指

導していきたいなと思っております。 

 私が学校現場にいる頃は子どもたちに、例えば、「あなたが登下校をする中で怖

いな、危ないなと思うようなところはどこですか」ということもやっておりました

ので、そういう子どもたちの目もやるというところもやっていきたいと思っており

ます。 

 今、建設課長が答弁していただきましたけれども、昨年、秋利神の道路のところ

で、前のあそこがやはり物すごく茂っているということで、地域の方からありまし

たので、これはちょっと普通のところでできないなということで建設課の方にお願

いをしたら、すぐ提供してくれて、きれいに道路をしてくださったというところも

ありますので、これからもしっかりとまた横の連携を取りながら子どもたちの安全

をしっかりと守っていければなと思っております。 

 以上でございます。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 ぜひ早急に取り組んでいただきたいと思っております。 

 それで、各小中学校の通学路の安全点検の件はこれと一緒なんですが、やはり教

育長におかれましては、大津川から瀬滝に向かって帰る途中に、右側にきれいにあ

る、あれは約３年ぐらい前ですかね、そういう箇所もありますので、私が建設課長

に要請しているところは、大体同じようなところなんですよ。子どもたちの安心・

安全なスクールゾーンとしてより一層充実して、子どもたちが安心して登下校がで



－232－   

きるような通学路の体制を早急にやっていただきたいと考えております。 

 私は、大体、月に二、三回、仕事の関係で全島を走りますので目につきやすいん

ですよね。決して皆さんのあらを探しているわけじゃありませんので、やっぱりそ

ういうところなんですよね。やっぱり目配り、気配り、見たら、即、建設課や、今

日も久保君にお願いしたところもあるんですが、課長と協議されて早急にできる分

はやっていただきたいということを常に申し上げておりますので、ぜひ今後、子ど

もたちの安心・安全、大事でございますので、頑張っていただきたいと思っており

ます。 

 それでは、北中学校の体育館の件なんですが、これも振興計画を見ますと本当に

この金額でやっていけるのかなと、大規模改修を。大丈夫ですか、まずその辺と、

奥議員から教育長の答弁では野鳥が入っているとか。野鳥というのはそんなに穴が

あるんですかね。僕もこの間、回ってはみたんですが、直接、中までは入っていま

せんので、どうですかね、今、皆さん。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 １点目、総合振興計画に載せています長寿命化改修ということで載せさせていた

だいておりますが、やはり１０年後に悔いを残さない建物を建てるために、教育委

員会として改めて改修にするか、建て替えをしっかりと検討し、検討した内容を町

長部局のほうと協議させていただき、また、議会のほうにもお示しさせていただき

たいと考えております。 

 もう１点、今、野鳥、鳩が入っているという意見ですけれども、舞台裏に穴があ

るというので、１ヶ所、そこからの侵入ではないかと思います。 

 あとは、構造上でまたほかにも何ヶ所からか入ってきているように見れますので、

そこを今現在どの箇所かを調査し、鳩が入れないような対策を今進めております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 舞台裏ということですので、後ろの通気口というんですかね。そこら辺が壊れて

そこから侵入しているんじゃないですかね。私の単純な考えなんですが、それはそ

れで結構なんですが。 

 非常に、今、町長も冒頭、昨日か一昨日、そういう話をされたような気がするん

です。今、体育館というのは、もう皆さんが、今までつくった体育館というのはち

ょっとイメージが違ってきていると思うんですよ。熱中症対策やらいろんな換気口

の、これからの時代にマッチしたものをつくらないと。今、５千万のお金を使って、

補修はしました、また２年ぐらいして、どこをするか分かりませんよ、改修を。そ

ういう問題がまた起こるかも分かりませんので。 
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 この間、新入の１年生２６名だったと聞いている。ひと握りですよね。ですので、

町長、これは以前、島議員が元のときですかね、マイクロバスの購入云々が出まし

たが、やはり思い切ってマイクロバスも買っていいんじゃないかなと私は思うんで

すよ。あの当時で大体１千３００万の予算でしたので、１千５００万かかったとし

ますよね。北中の子どもたちもＢ＆Ｇに連れていって、プールを使うなり体育館を

使うなり、あと二、三年は別に辛抱できると思うんですよ。岡前小学校もしかり、

プールに関しては西阿木名小中学校からＢ＆Ｇまで連れていくのはいかがなものか

なと。時間的なロスもありますので、そこら辺をひっくるめて、全体構想の計画を

持ったほうが私はいいんじゃないかなという気がしております。 

 東天城中学校が、この間、プールをほとんど解体してありますよね。そして、恐

らく校舎の建築をひっくるめてプールをつくるのか、それは分かりませんが、恐ら

くそういった構想になってくると思うんですよ。そこら辺をもう少し慌てるんじゃ

なくして、くどいようですが、全体的な構想を持って事業計画を実施されたほうが

いいと思いますが、いかがですかね。教育長でも。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 ただいま平山議員からのご意見、非常にありがとうございます。先ほど出ました

東天城中学校が今プールが解体されているということですけれども、これを徳之島

町教育委員会に確認させていただきました。プールにつきましては、数年ほど前か

ら使用していないと。隣接する他のプールを借りて対応していると。今後は、新校

舎建設時にプールも新しく建て替えをするという予定を聞いております。 

 こういうものも参考にしながら、私たち教育委員会としましては今後の学校の在

り方をさらに教育委員会内で協議をし、また、皆様にご相談をさせていただきたい

と考えております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 町長、くどいようですが、マイクロバスの件はちょっと頭に入れていたほうがい

いと思いますよ。例えば、例月監査でよく伝票が出ますので、例えば、三京分校も

使っております。もちろん与名間分校も西阿木名小中学校も。保育所も、例えば、

伊仙の義名山に行ったとか、あちこちこう頻繁に利用が上がっているんです。そう

した場合に、非常にあってもいいんじゃないかなという気がしてきているんです。 

 大分前に、ある議員さんから。７００万の自動車が２つ買えるわけですよね。

１つを買えばマイクロバスは購入できるわけですので、そのほうが職員の皆さんや

いろんな学校関係、保育所関係でベストに利用が増えていくと思いますので、無駄

な公用車購入じゃないと思っておりますので、またそこら辺もひっくるめて、全体
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構想を計画の中に考えていただきたいとお願いしておきます。要望しておきます。 

 それで、２項目めの建設行政についてであります。 

 この与名間集落内の未改良部分が２ヶ所ありますが、１ヶ所は議論されてきてお

りますが、２ヶ所めは、私も直接聞いておりませんので、炊事場とトイレを切り取

るとか何とかそういうことで価格が合わなかったのか、そういう話しか聞いており

ませんが、課長におかれまして、何かそういう情報があれば。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 申し訳ございません。一番大きなボトルネックの箇所について、今、県から頂い

た資料などその他交渉がこういう進み具合ですというお答えは頂いたんですが、そ

の手前の歩道が切れている部分については、申し訳ないです。県から話を聞いてお

りません。 

 多分、平山議員が今話してくれた内容で、切り家で県が多分交渉したものだと思

っております。よって、持ち主とその値段が合わなかったものだと理解しておりま

す。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 しばらく休憩します。３時１５分より再開します。 

休憩 午後 ３時０５分 

─────────── 

再開 午後 ３時１４分 

○議長（上岡 義茂議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 平山議員。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 建設課長の答弁をもらいました。確かに１ヶ所の分ですね。以前から問題提起さ

れている。あそこは、やはりほとんどの方が地元に住んでおりますので、一部、鹿

児島で、一部が名瀬ですかね。一部の方が尼崎。大体のメンバーは把握できると思

うんです。ぜひそこら辺、家系図みたいなものがあると思いますので、そこら辺を

もらって、一回、推進委員会というんですかね。建設委員会みたいなものを立ち上

げて、区長やら議員も２人おります。前の議員さんもおりますので。そして、集落

がもう少し頑張らないとなかなか動かないのかなと思ったりしております。 

 井之川が、ちょうど郵便局前があれが一直線になっておりますよね。あれは約

２０年ぐらいかかってるんですよ。その当時の、今は亡くなっている国会議員の先

生が大分動いていただいて、熊本県に関係する地主がおられたんですよ。また、そ

の人は私は非常に親交があったもんですから亀津の町長と直接話がしたいというこ
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とで携帯番号も教えて、そこからがスタートなんですよね。 

 ですから、やはり町長、人はそのいろんな交渉で。私が言っても駄目かも分から

ん。ひょっとしたら建設課長が動いたらひょっとしたら動くかも分かりません。そ

ういう、やはり何と言うんですかね。三の矢じゃありませんが、やはり誠意を持っ

て動けば何とかなるんではないかなと。 

 今、そして、井之川が今年これは予算がついていますよね。花徳４千万ぐらい予

算がついているんですよ。花徳支所から徳之島町に向かっての、あれはどれくらい

ですかね。あれはほとんど工事が終わるんじゃないですか。新村という、上に上が

っていくところの未改良部分が残ってたんですが、ほとんど工事も終わっておりま

す。ですので、徳之島町はもう残すところ、井之川が終わり、下久志のあの線だけ

ですよね。ですので、そういったのを考えますとちょっと頑張れば何とか動くんじ

ゃないかなと思うんですよ。２ヶ所目は、年に３回ぐらい闘牛大会できょうだいが

２人帰るんですよ。ですので、私が直接言うとまたいろいろ問題が起こるかも分か

りませんので、問題をいろいろ話しながら、ひょっとしたら動くかも分かりません。

価格の問題だったのかそこまでちょっと私も把握しておりませんので。 

 この間は５月も帰っておりました。約１週間ぐらいいますので。ぜひ県の方々や

ら、再度あれされてお会いしたほうがひょっとしたら進んでいくんじゃないかなと

いう気がしておりますが、どうですかね。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 いわゆる与名間に関しては筆界未定というわけではなくて、いわゆる相続人の皆

さん、１ヶ所は相続の皆さんの合意さえあればＯＫになります。しかも、今、２ヶ

所目も同じような理由であれば、価格の問題なのか、あとは相続の皆さん、きょう

だいの皆さんの合意形成なのかと思います。 

 いずれにしても、筆界未定でないということは、ある程度、みんなでそういう推

進委員会なるものでも立ち上げて、粘り強くお話をすれば、筆界未定地よりは解決

が早いのかなと思いますので。今、与名間地区についてはそういう、今、平山議員

が言われるような形で、私あたりが音頭を取ってそういう集落の方、議員さん、あ

るいは通学路にもなったりしますので教育委員会の方とか、いろいろ皆さんで会合

を持って事に当たらせていただければと思います。 

 また、今、兼久は、今、解決しました。前任の課長とか町長とかいろんな皆さん

が頑張りましたので土地については解決して今、埋蔵文化財の件で、今、ちょっと

ストップしておりますが、これは間違いなく来年あたりには道が通るものと思って

おります。 
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 もう一点同じように、西阿木名も同じような状況にありますので、また、地域の

議員の皆さんとそういう別の委員会を立ち上げて、その箇所箇所で委員会を立ち上

げればと思っております。 

 西阿木名については、少し筆界未定があったり、いろいろあるので、すぐすぐ結

論めいたものは出ないと思いますが、与名間は今言ったような形を取れば一歩二歩

ずつ前進すれば、あそこが全て２ヶ所いい道ができればと思っております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 ぜひ１ヶ所においては遺産分割協議書、いわゆる分割されてないということです

ので、やはり司法書士やら行政書士の先生方、建設課にもそういった免許を持って

いる方がいると思いますので、そこは戸籍とかそういうのになってくると我々が立

ち入る問題ではありませんので、また問題が起こったら大変ですのでぜひまた調べ

て、どの方にどんだけの権限が残っているというのはすぐ出ると思うんですよ。そ

して、また２ヶ所目においてはまた恐らく１０月ないし１月には帰ると思いますの

で、何とかして進めてもらいたいとお願い、要請しておきます。 

 それで、この与名間集落から西阿木名集落にかけての県道、内側ですね。町長も

ご存じかと思うんですが、町長の家に入る県道側から旧松原国民宿舎ですね。そこ

から、宮口建設の入り口まではついているんですよね。そして、そこから、その先

の前川橋をわたって、上区集落入り口までが全くついておりません。そして、カー

シティ天城の事務所の斜め側から給食センターまでほとんどついておりません。樟

南二高もやはり正門からあそこら辺は非常に危険だと思いますのでついておりませ

ん。もちろん天城小学校はきれいに整備されておりますが。あるいは、兼小正門の

入り口だけじゃないかなと思いますね。西阿木名も。そういう箇所がありますので、

三京分校もひっくるめてですね。いま一度点検されて、やはりそれくらいは県に強

く要請してもいいんじゃないかなと思います。 

 ちょっと参考になりますが。ここに令和５年度の徳之島３町の予算といいますか、

町長、これを見ていただきたいんです。 

 農業農村整備事業で徳之島町が６億７千８８５万円。天城町が６億６千６８４万。

伊仙町が遅れているということで１１億４千８８０万円。これはハード、公共事業

ですね。そうしますと、建設課、県の井之川が５千万ほどついております。轟木線

が１億円ついていますよね。天城町、真瀬名が１億２千万。徳之島町、峯山橋

５００万、大浜橋５００万、奥名橋２００万、新大瀬橋１千万、南原１千１９０万、

亀津他が７３０万、花徳が４千万。 

 そうしますと、天城町松原で砂防で６千万。徳之島町は大当で２千５００万、

６千９００万。亀津、１３、１４で３００万。山田川で２千１００万。亀徳港で
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８億９千万、亀徳で１千８００万。 

 こうすると非常にバランスというんですか、農村整備事業はしようがないとして

も、やはりこれくらいのことは、やはり子どもたちの生命、いわゆるスクールゾー

ンであります。そして、一番肝心なのは、今、高齢化率が進んでおりまして、昨日

もちょうど役場から帰るときに前川橋の手前に歩道があるんですけれども、ある方

が家から出てきてそのまま横切るんですよね。歩道なんか渡ろうという気がないん

ですかね。こっち側ばかりを見て、向こうは全く見ていないんですよ。ですので、

やはりこれからの高齢化率を考えた場合、その内側に歩道があった場合は非常に安

心・安全な、ドライバーにとっては見やすい環境になると思うんですよ。 

 いわゆるそこら辺も考えた場合、やはり子どもたちの安心、あるいは、町民の安

心、高齢者の方々の安心そういったのが私は、想定外ということをよく日本の国は

出ますが、そういった事故が起こらないためにも、必要ないわゆる歩道が必要じゃ

ないかと思いますが、いかがですかね。再度。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 お答えいたします。 

 今、平山議員がおっしゃるように、児童だけではなく。児童は登下校時に歩道か

ら少し二、三人で歩いておりますと、今、言われて危険なところは、大体、歩道幅

が１ｍないぐらいの歩道ですので、二、三人で歩いていると１人２人は車道に降り

たり、急に降りたり非常にします。また、高齢者においてはもちろん横断歩道がな

いところでもカーブのところでも右・左を見ずに急に渡ったりします。非常に危な

いと思います。 

 今、言われて設置されているのはいわゆる横断防止柵という、ガードレールより

は弱いんですが、横断防止柵というのを全て整備してきておりまして、県のほうで

は逆に言えば町とか合同点検をして、ここが危険だよということで県に要望を挙げ

てほしいと。要望を挙げてもらうと、今、母間あたりで、歩道はないんですけれど

も、ここが歩道ですよということで、がら舗装とか左側にしているところあります

ね。あの事業なんですけれども、特定交通安全施設等整備事業、これは国の補助事

業です。こういうのを活用しやすいと、県は。そういうことですので、もう早速、

合同点検は８月まですると言っているんですが、この件はもう要望はしてあるんで

すけれども、ちゃんとその場でもう一度正式に要望を町のほうからかけてこの事業

を県に国の補助事業を取ってもらって、まずは歩道の幅の狭いところから順にこの

事業で横断防止柵の設置を強く要望していきたいと思っております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 昨日の電動カーの問題もありますので、歩道が改修できるのであればそういった
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ことも考えていただきたい。そして今、課長のほうからあります強度というんです

かね。稲範二さんのお宅のあそこら辺がそういったのが設置されていると思います

ので、そういったことも考えながら、やはりこれから事故がなければ幸いなんです

が、一昨日ですか、消防署に高齢者ドライバーの車が突っ込むような、そういう事

案も出ております。そして、今、都会でほとんどマニュアル車、高齢者がアクセル

とブレーキの踏み間違いとか、いろんな問題で事故が起こっております。ひどいの

は子どもたちの信号待ちしているそこにドライバーが突っ込んだりとか、非常に危

険というんですかね、子どもたちの命も奪われておりますので、そういったことも

察知、考えて、県に要請していただきたいと思っております。 

 そして、町長の行政運営に移ります。 

 職員の資質向上についてなんですが、たびたび、何ていうんですかね、忘れたと

きとは言いませんが、こういった問題が起こると非常に我々議員としても、もう少

し天城町の職員の資質を高めていただきたいのというのが危惧しております。その

ためには、やはり幾度となく研修を繰り返していかないとなかなか収まらないです

よね。本当に教育委員会、ぶり返すようで悪いんですが、この問題と、そして、く

らしと税務課もそうですが、上司がおるのかいないのか分からん。そういうところ

も本当に公務員として本当に大丈夫なのかなと。後ろともちょっと兼ね合いします

ので本当にもう研修しかないと思うんですよ。やはり市町村課あるいは大島支庁で

も結構ですよ。そういったところ。あるいは、また場内に、予算とか伝票とか、い

ろんなのは内々でできると思いますので、そういったことも考えたりして。 

 以前、名前を出して悪いんですが、伊仙町のある方が副町長で就任されて、大島

支庁長上がりですからお分かりだと思うんですが、耕地課長とたまたま名瀬の出張

が一緒だったもんですから「どうしたの」と言ったら「叱られた」と。「どういう

叱られをしたんですか」と聞いたら「君たちは今まで本当にこういうことばっかり

してきたの」と。いかに事務のずさんさが。それから、屋仁川に着いたらまた呼ば

れて会食しておりましたが、ひょっとしたら天城町もそういうふうになっているん

じゃないかなと心配もしておりますので、今後はくどいようですが、幾度となく研

修を開催、やっていただきたいと思いますが、総務課長、いかがですかね。 

○総務課長（祷 清次郎君）   

 研修については必要な研修を計画的に行っていきたいと考えております。 

 コロナ禍で対面の研修がなかなかしづらくできなかったわけですが、もういよい

よ直接対面の研修もできます。講師の方を徳之島に招いてする研修も可能ですし、

それぞれの役職ごとの研修、また、派遣した研修など、いろいろと取り入れながら

行っていきたいと考えております。 
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○１３番（平山 栄助議員）   

 ぜひやはりそういう風にして職員の質、意識を高めていかないと、なかなか短期

間では直りづらいんじゃないかなという気もしております。やはりこういった問題

が起こっておりますので、やはり職員の皆さんの意識高揚というんですかね、やは

り 大というんですかね。町民の 大の奉仕者でありますので、そういったことを

常に頭に入れておかないと、ぬるま湯につかり出すと確かにだんだんだんだんと締

まりが悪くなってくるんじゃないかなという気もしておりますので、今まで以上に

切磋琢磨というんですかね、厳しさを持って職員の指導には資質向上には取り組ん

でいただきたいと思っております。 

 それでは、２点目の幹部職員の育成についてですが、町長、今、私たちが見る限

りでは徳之島町の前議会事務局長が女性でした。今の総務課長がその方がなってお

られます。それで、終わるのかなと思ったら、今度、また新しく女性の方が議会事

務局長に就任されておりますよね。そうしますと大島支庁長も２代続いて女性の方

がなっております。そういったいい事例がありますので、やはり女性の方々の登用

というんですかね。 

 知名町ではちょこっとお話ししたんですが、やはり会計課長とか農業委員会の事

務局長、できるんじゃないかなという気もしております。お隣の町ができるわけで

すので、議会事務局長も夢ではないと思います。やはりそういう風にして、幹部職

員を育成していかないと教育総務課長も１２月末で役職を降りますよね。そういう

ことなんですよ。やはり常に次の幹部職員を育成していくためにも、やはり大事な

今時期に来ているのではないかなと。 

 議員の皆さんが特に心配しているのは皆さんの面々が、万が一、定年して、本当

に後が続くのかなと。そういう心配もしているんです。特に総務課長が議会でたび

たび叱咤激励されておりますが、総務課長だけが責められるのもいかがなものかな

と思いますので。 

 やはり皆さんが常に連帯感、連帯意識を持っていかないと、やはり町長だけが懲

罰を受ける、教育長だけが受ける、それではいけないと思うんですよ。やはり天城

町の職員は町民からも尊敬されるような職員として、幹部職員の育成にももっとも

っと早く取り組んでいただきたいと思っておりますが、町長のお考えを再度。 

○町長（森田 弘光君）   

 大変、女性の管理職への登用ということについてはこれまでも意を用いてきたと

ころでございます。そのために、まずは第一歩として女性の課長補佐を人事異動で

配置したりするんですが、なかなかいわゆる早期退職といいますか、そういった流

れが今できておりまして、その次の段階までなかなか行かないというところがあり
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ます。 

 そのために、これは喫緊の問題でもあるんですけれども、また長いスパンで女性

の役場職員としての在り方、そういったことなども含めて研修会を進めていきたい

ということで、早速、今、女性の管理職研修も実施することとしております。 

 そういう中で、これから若い人たちをどんどん意識改革をしながら務めていきた

い。今、豊島さんのお話にも出ましたけれども、今年、来年にそういう形で女性の

管理職が登用できるかというと、今、現実的にはなかなか難しいところがあります。

そういう中でしっかりと女性の共同参画ということ。 

 また、今、役場職員の中で男性が育休を取るということもこれから普通に出てき

ますので、私は女性だから、私は男性だからという、そういった言い訳というか、

そういったことはこれからはないということになりますので、しっかりとそういう

女性の管理職を。これはあんまりジェンダーというか、性別を問うというのもまた

いかがなものかと思うんですけども、やはり女性特有の目線、働き方というのがあ

ると思いますので、私は管理職の登用についてはこれからもしっかりと努力をして

まいりたいと考えております。 

 また、現在の幹部職員についても、部下をしっかりと見るということはその人の

身分を守ることだと私は考えております。 

 今、平山議員からお話がありました通帳の管理についても、まずはその若い職員

の身分を守ることだということも含めて、しっかりと管理をできればなというふう

に思っております。 

 今回の議会の中で私たち職員の在り方についていろんな面から意見がございまし

たので、私はそれをしっかりと受け止めてこれからの役場の運営に努めていければ

というふうに思います。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 ぜひ、町長、早め早めの対応といいますか、もし職務上、問題がなければ、例え

ば９月定例議会でも結構です。やはり女性の方々をひな壇の横でもいいんですけれ

ども、やはり町長命でここに座らせて。別に質問するわけではありませんので、そ

ういったのが可能であればそういったのも必要じゃないかなと思っておりますよ。

女性の方々にも勇気を持ってこういった場所にも課長職として頑張ってもらわない

と、男女共同参画というものが、皆さん、今、そういったのができましたよね。そ

ういったところにも盛り込んでいっているわけですので、ぜひ。 

 また、私は水道課長とか会計課長とかを決して軽い仕事とは持っていない。そう

ではないんですよ。それは誤解しないように。選管委員長もいますので。また先ほ

どのけんこう増進課ですか、やはり女性の目線で立った場合にどういったことが捉
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えていけるのか、そういう思いもありますので。 

 やはり新しいアクションというんですかね。新しい風を起こすためには、ある程

度、町長はあなたは人事権を持っているわけですので、勇気と英断というんですか

ね。そういったのもこれからの時代には私は望まれていると思います。 

 それが、あなたの目指している「暮らし満足度ナンバーワンの町」だと思ってお

ります。ぜひまたそういったことも考慮されながら今後の人事異動に取り組んで、

幹部職員の育成にも取り組んでいただきたいと思っております。 

 それでは、ラストになりますが、副町長人事についてでございますが。 

 町長は熟慮を重ねていると答弁されておりますが、大体いつ頃にくどいようです

が判断されるおつもりですかね。 

○町長（森田 弘光君）   

 そうですね。また、今、熟慮しているところであります。また考えがまとまった

段階では、できるだけ早くと思っております。そこら辺についてはまた議会のほう

に相談しないと先に済みませんので、そのときにはご理解を賜ることができればと

思います。よろしくお願いします。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 熟慮ということでございます。町長、一つの考え方ですが、もし天城町内の方と

思うのであれば、例えば、町長は北部の出身ですよね。議長も浅間。教育長は瀬滝

ですか。そうしますとやはり町内のバランスというのもあるかも分かりません。そ

れは古い考え方かも分かりません。また、町内にいい人材が中央におるかも分かり

ません。あるいは南部におるかも分からない。それは私がどうのこうの言う権限も

ございませんので、誰とは私は言う必要もありませんが、もしそういった人選でな

かなか決まらないようであれば、この間、知名町でも言ったように、県あたりから

出向、あるいは国、総務省あたりからの出向。長島町が１人、総務省から出向され

て、本当にいろんな事務方はもう一人の副町長がこなしてきたという経緯もござい

ます。その方は非常に外回りというんですかね、やはり長島町の商工業、いろんな

漁業、いろんなことを何とか活性化しようということで飛び回っておりました。 

 そういう考えもありますので、決して。それは、後で、町長の熟慮されたときの

判断だと思いますが、そういった考えも持たないと、非常にここ５年、約４年と

６ヶ月。４年と６ヶ月過ぎました。総務課長も大変でしょう。そして、それぞれの

課長さんが町長の代理で出張しているのを見受けますと非常に大変じゃないかなと

思っております。 

 そして、また、９月議会あたりにまたどういった角度で議員の皆さんが質問する

かは分かりませんが、町長の女房役が隣におったほうが心強いのではないかなと思
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いますが、いかがですかね、町長、再度。 

○町長（森田 弘光君）   

 しっかりとご意見を賜って対応できればと思います。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 それでは、終わるんですが、私が１４名の議員、議長やらにみんなに聞いており

ますと、非常にみんな副町長は別に早く決めたほうがいいんじゃないかなというの

が大体の意見だと思っております。よほどの人選の誤りがなければ、決して議会は

もろ手を挙げて反対という人はいないと思いますので、やはりこれから、いろんな

ことが９名の議員が議論されてきたと思っております。それは、やはり皆さんに叱

咤激励して頑張っていただきたいという気持ちなんですよ。ですので、久田議員か

らも厳しいご指摘がありましたが、謝罪するときは謝罪をしなさいと。そして、奥

に物を挟まないで、出すべきは洗いざらい出しなさいということなんですよ。そこ

からまた議会と皆さん執行部との議論が始まっていくのが進んだ議会だと思ってお

りますので、決して、後ろ向きにならないでください。もっと自信を持って、やは

り議会に投げかけて、謝るときは素直に謝りなさい。それを私は強く言っておきま

す。 

 そうしないと、今までのやってきたことが必ずどこかでまた崩壊しますよ。強く

言っておきますが、そういう議会と執行部であっていただきたい。そうすることに

よって、町民が一緒になって天城町を走っていきます。そして、子どもたちの学校

教育もいろんなことがプラスに私はなっていくんだと思っております。 

 町民目線に立って。町民はこの議会も見ておりますので、常に私が言っているの

は町民から見られているんだということを頭において、今後の職務に専念されて、

私たち議員も切磋琢磨して頑張っていきたいと思っておりますので、みんなで頑張

っていきましょう。これで終わります。 

 以上で、平山栄助君の一般質問を終わります。 

 しばらく休憩します。再開は３時５５分より再開します。 

休憩 午後 ３時４５分 

─────────── 

再開 午後 ３時５５分 

○議長（上岡 義茂議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

△ 日程第２ 議案第２９号 天城町男女共同参画推進条例の制定について 
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○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第２、議案第２９号、天城町男女共同参画推進条例の制定についてを議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第２９号、天城町男女共同参画推進条例の制定について、その提

案理由をご説明いたします。 

 内容につきましては、天城町男女共同参画推進条例の制定について議会の議決を

求めるものでございます。 

 内容は男女共同参画社会の実現を目指すためにその基本理念を定め、その実効性

を高めるための施策の推進に関し必要な事項を定めるものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第２９号、天城町男女共同参画推進条例の制定について採決しま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第３ 議案第３０号 天城町職員の特殊勤務手当に関する条例の一 

                   部を改正する条例について   

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第３、議案第３０号、天城町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題とします。 
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 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第３０号、天城町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、天城町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例について、議会の議決を求めようとするものでございます。 

 内容につきましては、令和５年５月８日に人事院規則が改正されたことに伴い、

その一部改正を行うものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３０号、天城町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正

する条例について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第４ 議案第３１号 天城町肉用牛特別導入事業基金条例の一部を 

                   改正する条例について   

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第４、議案第３１号、天城町肉用牛特別導入事業基金条例の一部を改正する

条例についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第３１号、天城町肉用牛特別導入事業基金条例の一部を改正する
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条例について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、基金の減額に伴い、天城町肉用牛特別導入事業基金条例の

一部を改正する条例について、議会の議決を求めるものです。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３１号、天城町肉用牛特別導入事業基金条例の一部を改正する

条例について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第５ 議案第３２号 天城町税条例の一部を改正する条例について 

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第５、議案第３２号、天城町税条例の一部を改正する条例についてを議題と

します。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第３２号、天城町税条例の一部を改正する条例について、その提

案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部

を改正する政令並びに地方税法施行規則等の一部を改正する省令及び地方税法施行

規則の一部を改正する省令の公布により、天城町税条例の一部改正を行うものでご

ざいます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３２号、天城町税条例の一部を改正する条例について採決しま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第６ 議案第３３号 天城町国民健康保険税条例の一部を改正する 

                   条例について 

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第６、議案第３３号、天城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第３３号、天城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部

を改正する政令並びに地方税法施行規則等の一部を改正する省令及び地方税法施行

規則の一部を改正する省令の公布により、天城町国民健康保険税条例の一部改正を

行うものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 
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○議長（上岡 義茂議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３３号、天城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり承認されました。 

 

     △ 日程第７ 議案第３４号 天城町営農研修施設の設置及び管理に関する 

                   条例の一部を改正する条例について   

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第７、議案第３４号、天城町営農研修施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第３４号、天城町営農研修施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、このたび新設した町営研修ハウスの住所の追加を行うもの

でございます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行います。 

○６番（奥 好生議員）   

 この議案に反対するものではございません。 

 ただ、職員の課長の皆さん、みんなにちょっと勉強の意味で今後検討していただ

きたいことがございますので発言します。 

 この条例の新旧対象表を見てもらえませんでしょうか。第２条の第２項「前項の

研修施設の名称及び位置は次のとおりとする。名称、天城町営農研修施設、場所、
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位置は次のとおりとするんですけど、これが中身に入ってくると場所というように

文字が化けてるんですね。あと、ほかの条例でもこういったのが結構あると思うん

ですけども、これは普通「罫線のない表」と言われる作り方なんですよね。これは

本当は枠があるんですよ。名称と位置というふうに表を作ってやるのが普通なんで

すけども、初めにこういった条例を作ってしまうと、次に改正文を作る時に非常に

慣れていない人は改正文を作ることが難しくなるんですね。 

 それで、 初の改正文のところなんですけれども、ここに改正文、一部を次のよ

うに改正する。第２条第２項「第５番目の段落」ブラケット、天城町大字天城町字

上名……」とかという、こういったことはあまりやらないんですよね。 

 昨日、総務課の方に調べてもらったら、こういうやり方はないということだった

ので、ここら辺は、特にこの法制事務の研修のときは、表の作り方、表の改正文の

作り方のところを重点的に勉強していただきたいと思います。 

 もし新しい条例を作るときは、こういった罫線のない表はなるべく作らないで、

（１）とかして、第１号とか第２号、あるいは、項目あるいは欄とかそういった文

言で改正文が作れるようにやっていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３４号、天城町営農研修施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第８ 議案第３５号 天城町町営住宅設置及び管理条例の一部を改 

                   正する条例について   
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○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第８、議案第３５号、天城町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条

例についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第３５号、天城町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条

例について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、町営住宅の新規建設及び用途廃止による管理戸数の増減に

伴い、別表の改正を行おうとするものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 建設課長、これは２枚ダブっているんじゃないですか。管理番号００６から 後

まで０５８といったら２枚になっているような気がするんだけど。違うのか。僕は

見たらダブっているようにしか見えんけれども。同じの２つ出しているんじゃない

の。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 すみません。次のように改め、１ページですね。「次のように改める別表第３条

関係」の次にかぎかっこがあるんですが、このかっこの下に元のものがありまして

５ページ。５ページの表の下の方にかぎかっこがあって、「これを６ページ以降に

改める」という表現ですので。ちょっとすみません。見にくいので、これも奥議員

にこの作り方もまずないよということを今朝指摘を頂きました。 

 逆に、新旧対照表が９ページの先にあるんですが、この新旧対照表の改正前のこ

れぐらいの量のものを改正後のこの表に変えるという、この程度の表が本文に来な

いとこういう書き方をすると非常に平山議員が言われたように同じのを何枚も、同

じ表を載せているように見えてしまうということで、これも指摘を受けております。

すみません。次回から気をつけたいと思います。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これで質疑は終わります。 
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 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３５号、天城町町営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条

例について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第９ 議案第３６号 天城町米山農道改良事業分担金賦課徴収条例 

                   を廃止する条例について   

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第９、議案第３６号、天城町米山農道改良事業分担金賦課徴収条例を廃止す

る条例についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第３６号、天城町米山農道改良事業分担金賦課徴収条例を廃止す

る条例について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、令和２年１２月２８日で 終滞納者の完納に伴い、天城町

米山農道改良事業分担金賦課徴収条例を廃止しようとするものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行います。 

○９番（久田 高志議員）   

 ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 この３６番、次の３７も同様の質疑となるんですけれども、そもそもこの条例の

制定自体がかなり古い案件でございますので、私ども、もともとどういった趣旨で

こういった条例が立ち上がっているのかがよく分かりません。 

 そして、今の提案理由の中で令和２年に 終の分担金の納入が完了して条例を廃

止するということでございました。 終的に徴収できたことはいいことなんですが、

このぐらい長くかかった期間とどうやって徴収ができてこの廃止に至ったのか、総
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額と場所とかですね。どの辺の改良事業の分担金だったのかとか、そういったとこ

ろは全く分からないので、もしよろしければお願いしたいと思います。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 この米山農道は私もよく存じていないところがございまして、調べてみました。

米浜のちょうど、今、町道に格上げされているんですが、米配田線、町道なんです

けど、米配田線、県道と海側とのちょうど間に一直線で南から北のほう向かって。 

○９番（久田 高志議員）   

 与名間。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 与名間です。通っていって、その米配田線のところから漁港のほうに向かう道路

が米浜の町道になっているんですが、米山線となっております。これは多分、小字

名で米山というところがありませんので、その当時の担当が「米浜」を「米山」と

聞き間違っての事業名かなと思っております。その関係でずっと探したんですが、

どうしても見つからなくて平山議員にちょっと確認をしました。米山はないという

ことでしたので、漁港に向かう道路の分担金になろうかと思っております。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○６番（奥 好生議員）   

 この議会が始まる前に資料請求をしました。それはどういったことかと申します

と、条例、例規集をみんな見ていまして、古いやつでまだ廃止していない、あるい

はもう必要がない条例、規則、要綱があったものですから、そういったところをあ

る程度選び出して資料請求をしました。ほかにもいろんな行政事務をしていく中で

こういった古いのがあると思います。ファクシミリ、ファックスの使い方とかいろ

いろあると思いますので、皆さん、課長さん方は、ためる一方ではなく、積み重ね

る一方ではなく、必要じゃないものは抜く、廃止をする。そういったこともぜひ心

がけていただきたいと思います。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 農地整備課長、１２日から備品監査に入りますので、ちょっと課長も勘違いされ

てるんじゃないかなと思いますね。米浜農道、米配田線というのはムシロ瀬に行き

ますよね。海岸通りの。あそこがそうだと思うんですよね。ちょうど私が議員にな

った頃だと思うんですが、確かにその未納があったんですよ。恐らく、もう町長よ
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り先輩の方々が課長をしておりましたから、もう亡くなっていないんですけども、

その当時、そこに分担金の未納があったと、私は記憶しておりますので。あとで結

構です。それが令和２年度にお金が入ったとか云々言われておりますので。どっか

で勘違いしているんじゃないかなという気がしますね。 

 左側は、あれは復帰道路と言いまして、うちの亡くなったおやじなんかがつくっ

た道であって、こっち側に、右に行くのが建設課が路面性状をやった、あそこがそ

うだと思うんですよね。そうしますとそこら辺の地主に未納があったというのは記

憶していますので、そこら辺だろうと思います。後でまた確認されてください。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３６号、天城町米山農道改良事業分担金賦課徴収条例を廃止す

る条例について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第１０ 議案第３７号 天城町浅間かんがい排水事業分担金賦課徴 

                    収条例を廃止する条例について   

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第１０、議案第３７号、天城町浅間かんがい排水事業分担金賦課徴収条例を

廃止する条例についてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第３７号、天城町浅間かんがい排水事業分担金賦課徴収条例を廃

止する条例について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、令和３年１１月２９日に 終滞納者の完納に伴い、天城町

浅間かんがい排水事業分担金賦課徴収条例を廃止しようとするものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 
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○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行います。 

○９番（久田 高志議員）   

 先ほどと同じあれなんですが、恐らく場所はあそこだろうなと思っております。 

 あともう１点、ちょっと気になるのが、実質、この条例とは関係ないんですけれ

ども、こういった分担金の賦課条例、かなりの年数をかけて 終完納がされている

ようでございます。ほかにもこういった分担金のやつがかなりあるんじゃないのか

なと、今、ちょっとふと思ってみました。ほかにもそういったものがかなりあるの

か、あとは、これがその場所ですね。恐らくため池公園のあの辺りではないのかな

という思いですが、ほかにもこういった分担金のやつがまだあるのか気になるとこ

ろです。 

○農地整備課長（大久 明浩君）   

 お答えいたします。 

 池田地区の水田転換、これが、今現在、３名ほど滞納者がおります。今の場所に

ついては浅間ため池の分担金になります。当時、浅間地区、平和通り線、あの一帯

と岡前の池田のほう、あの一帯をかんがい排水で水をかけられるようにする事業が

なされていたようですが、途中で事業のほうが止まってしまったことにより、配管

等は行われておりません。その関係で、中のほうのため池かいようくのほうを設立

して事業を実施した際の分担金になろうかと思っております。 

 それと、ほかにもということなんですが、池田地区の水田転換が３名ほど今残っ

ております。あと、岡前かんがい排水事業ですがこれが２名ほど今残っておりまし

て、ここら辺についても調査をしながら協力をしていただければ協力を求めていき

たいと思っているところです。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第３７号、天城町浅間かんがい排水事業分担金賦課徴収条例を廃

止する条例についてを採決します。 
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 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第１１ 議案第３８号 令和５年度天城町一般会計予算補正（第１ 

                    号）について   

     △ 日程第１２ 議案第３９号 令和５年度天城町国民健康保険事業特別会        

                    計予算補正（第１号）について   

     △ 日程第１３ 議案第４０号 令和５年度天城町介護保険事業特別会計予 

                    算補正（第１号）について   

     △ 日程第１４ 議案第４１号 令和５年度天城町後期高齢者医療事業特別 

                    会計予算補正（第１号）について   

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第１１、議案第３８号、令和５年度天城町一般会計予算補正（第１号）につ

いて、日程第１２、議案第３９号、令和５年度天城町国民健康保険事業特別会計予

算補正（第１号）について、日程第１３、議案第４０号、令和５年度天城町介護保

険事業特別会計予算補正（第１号）について、日程第１４、議案第４１号、令和

５年度天城町後期高齢者医療事業特別会計予算補正（第１号）について、以上４件

を一括議題とします。 

 この４件の議案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第３８号、令和５年度天城町一般会計予算補正（第１号）につい

て、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、歳入歳出予算にそれぞれ１億３千１１２万９千円を追加し、

予算総額を６７億７千９８万９千円に定めようとするものでございます。 

 その主な項目について説明いたします。 

 歳入につきましては、国庫支出金で、７千７０７万円の増額、うち、地方創生臨

時交付金が４千５５９万円となっております。 

 県支出金で１千８８万９千円の増額、寄附金で８８万１千円の増額、繰入金で

４千２０４万２千円の増額、諸収入で７６万８千円の減額、町債で１００万円の増

額となっております。 

 歳出につきましては、人事異動に伴う人件費及び航空運賃の値上げに伴う旅費の
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補正を含めまして、総務費で５千７２６万８千円の増額、民生費で２千３５万４千

円の増額、衛生費で２１８万１千円の減額、農林水産業費で５１７万円の増額、商

工費で２５８万９千円の増額、土木費で２１９万６千円の増額、消防費で１千

５２７万４千円の減額、教育費で６千６７万６千円の増額となっております。 

 その主な内容につきましては、総務費で、地方創生臨時交付金を活用し、非課税

世帯等を対象に３万円を支給する価格高騰重点支援給付金事業費４千５５９万円の

増額、民生費でひとり親世帯や非課税世帯等の子育て世帯への生活支援としての子

育て世帯生活支援特別給付金事業費合わせて１千１２５万９千円の増額、消防費で

徳之島地区消防組合負担金の確定に伴う１千５３９万９千円の減額、教育費で、新

しい給食センター整備事業費２千５８２万円の増額、戸森の線刻画見学環境整備事

業費２千８５万２千円の増額となっております。 

 続きまして、議案第３９号、令和５年度天城町国民健康保険事業特別会計予算補

正（第１号）について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、歳入歳出予算にそれぞれ２４０万８千円を追加し、予算総

額を９億５千４８２万７千円に定めようとするものでございます。 

 歳入につきましては、県支出金３万１千円の増額、繰入金２３７万７千円の増額

でございます。 

 歳出につきましては、総務費８万２千円の増額、国民健康保険事業費納付金２万

８千円の増額、保健事業費２２９万８千円の増額でございます。 

 続きまして、議案第４０号、令和５年度天城町介護保険事業特別会計予算補正

（第１号）について、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、歳入歳出予算にそれぞれ３４万３千円を追加し、予算総額

を８億２千１１０万８千円に定めようとするものでございます。 

 歳入につきましては、繰入金３４万３千円の増額でございます。 

 歳出につきましては、総務費４６万７千円の増額、地域支援事業費１２万４千円

の減額でございます。 

 以上、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第４１号、令和５年度天城町後期高齢者医療事業特別会計予算

補正（第１号）の提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、歳入歳出予算の組替えでございます。 

 歳入につきましては、繰入金８千円の増額、諸収入８千円の減額でございます。 

 歳出につきましては、職員手当等１万円の減額、旅費１万４千円の増額、需用費

４千円の増額、委託料８千円の減額でございます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
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 以上、程案理由のご説明を申し上げました。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行いますが、各会計名とページ数を述べてから質疑をしていただ

きますようお願いをいたします。 

 質疑はありませんか。 

○５番（吉村 元光議員）   

 一つだけお尋ねをいたします。 

 一般会計予算の１０ページの歳入のところでございます。教育費のほうに指定寄

附金があったようですね、８８万１千円。このご寄附をされた方には感謝を申し上

げたいと思います。 

 それでこの支障がなければ、この寄附をされた方のお名前と、そして、この

８８万１千円を私は予算書を見ましたけれども、はっきりと分かりませんのでどの

方面に使われたか細かくご説明を頂きたいと思います。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。この８８万１千円の寄附につきまして、寄附者は龍ノ巣ホー

ルディングス＆Ｂｉｓｔｒｏ Ｎｏｖａ Ｃｏｓｔａのほうからうどんの売上金と

いうことで寄附を頂いております。 

 使途につきましては岡前小学校のがじゅまる跡地の整備、各学校の整備、それと、

町立図書館への図書の寄贈等、図書の購入等に充ててくださいということで寄附を

頂いております。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 ３６ページの中の目４外国青年誘致事業、ＡＬＴの中で備品購入費で３１万７千

円の説明と、４１ページのオリンピック選手ですかね、４５万円組まれております

が、これはトミタ選手なのかな。違いますか。そこに、あってる。トライアスロン

のね。それとあとは偉人。偉人は、これは何ですか。偉人漫画作成委託ということ

で、４３ページ、２７７万２千円が組まれておりますが、委託料の中で。この説明

をお願いします。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 では、先に備品購入の件でお答えいたします。 

 外国青年誘致事業、ＡＬＴの居住する住居に対しての備品購入です。今、ＡＬＴ

は約３年ごとに来ていただいております。この場合、３年での異動になりますので
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今回住まいのほうにエアコン等、冷蔵庫とかテレビなどを町の備品として設置して

はどうかと思い、計上をさせていただきました。 

 次につきましては、社会教育課長より説明させていただきます。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 お答えいたします。 

 まず、オリンピック出場選手強化報償の４５万円ですけれども、役場正門玄関の

右のほうに横断幕を掲げてあります。本町に令和５年５月に井出樹里さんという元

オリンピック選手が在住、転入されております。この方は２０２４年度のパリオリ

ンピック、２０２４年７月３１日水曜日に開催されるパリオリンピックのトライア

スロン競技のほうを目指しております。 

 この方の成績ですけれども、北京オリンピックで日本人トライアスロン選手とし

て初めて５位入賞を果たし、たくさんの戦績がございますが、世界トライアスロン

シリーズ横浜大会では３２万人の観客の前で３位となっておるすばらしい選手でご

ざいます。 

 この４５万円の内訳といたしましては強化報償といたしまして３万円掛ける

１０ヶ月、３０万円と、各種大会出場報償のほうに３万円掛ける５回、１５万円と

いう内訳になっております。 

 本町はトライアスロンの町でありトライアスロンの島でございます。ぜひともト

ライアスロンのこのオリンピックを目指している選手を応援しながら、本町のほう

も地域を巻き込みながら地域住民と一体となって応援できたらなと考えております。 

 また、ご本人と打合せをしておりますのは、町内の小中学生教科セミナーを対象

にした子どもたちに何かお話ができないでしょうかということで、今、相談をして

おりまして、今はオリンピックを目指しておりましてスケジュール調整がなかなか

できないということで、落ち着いていきましたらまたこういったほうも進めながら

していきたいと思っております。 

 もう一つは、偉人漫画のほうですけれども、これはＢ＆Ｇ財団のソフト事業のほ

うに手を挙げましての事業となります。歳入の方にも１０ページのほうに２９３万

円というのがございますけれども、これが偉人漫画の歳入になります。１００％補

助になります。 

 この事業ですが、ふるさとにゆかりのある偉人に関する漫画を地域の方々に作っ

て提供して、中学生の配布及び活用を通じて、ふるさとへの興味関心の向上、郷土

教育、将来の生き方や生活を考えるきっかけにつなげることを目的としている事業

になります。 

○１３番（平山 栄助議員）   
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 人材は。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 人材は徳三宝先生を決めております。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑ありませんか。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 町長、これは私が言うのもちょっと語弊があるか分かりませんが、今、歯医者さ

んを過ぎて、与名間はおじいちゃん、おばあちゃんが与名間の出身なんですよね。

世界選手権に向かって徳高のスポーツで出場が決まっている子がいるんですよ。や

はりそういったことも何らかの形で、予算化をしなさいという意味ではありません

よ。やはり気持ちがあれば、横断幕程度、あるいはまた志があれば幾らかのそうい

った気持ちも持って、考えも持っていただきたいと思うんですよ。やはり天城町に

来たから、それもすばらしいことですよ。やはり子どもたちがおじいちゃん、おば

あちゃんが与名間出身ですから特に、何らかの形が、動きが、アクションがあって

もいいのかなとも思ったりします。 

 イギリスというところで開催されるみたいですので、そういった、ちょこっとし

た気配り目配りもあっていいのかなと思ったりしております。 

 そして、徳三宝さんにかけては、奄美酒類のほうでお酒も販売していますので、

もう少し、何と言ったらいいんですかね、色をかけたほうがいいのかなと。 

 私がなぜそう言う。 

 名山町は名山堀といって焼酎にラベルを張って。名山の活性化ですよね。上町地

区といって、昔から県庁は向こうにあったんですが、県庁が鴨池に移転してしまっ

たもんですから、本当に飲食業が廃れて。今やっとここ何年かですよ。そういう町

もありますので、この平土野の町の活性化も町長に奄美の有名な方が入ってきてお

りますので、徳三宝イコールまちおこしに何らかの形でうまくかみ合わせていただ

ければ。２７０万もお金を使うわけですので、そういった考えもできないのか、ひ

とつ。教育長でもいいですが、町長でも。 

○教育長（院田 裕一君）   

 徳三宝は兼久出身で、本当は日本の柔道界を盛り上げたというか、そういうこと

で。これは天城中学校にもそういう巨像がありますけれども、そういうのをもう一

度、子どもたちとしっかりとまたこういうすばらしい先輩が私たちの郷土から生ま

れたんだよというところをできるように。そして、また、今、議員がおっしゃった

ように、まちづくりにも貢献できるような、そういう事業に、また、Ｂ＆Ｇ財団と

しっかりまた連携しながらやっていきたいと思っております。 
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 以上でございます。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 柔道の世界チャンピオンになられた、金メダルを取られた方が歌も出しておりま

すので、そういったのがなかなかこう 近薄れてきているんですよね。やはりここ

が一つのチャンスだと思って、やはりそういう偉人なかなか出ませんので。徳三宝

といえば、それは柔道を志している子どもたちは夢の夢の偉人だと思っております

ので、ぜひいい方向にまた考えて発信していただきたいと思っております。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１番（松山 小百合議員）   

 ３６ページの目の地域スポーツ文化活動推進事業費をご覧ください。 

 報酬費として、総括コーディネーター報償１２９万６千円と部活動指導員報償

１３０万ほどがマイナスとなっています。どちらかを費目として移したのか、また、

総括コーディネーター報償と部活動指導員報償の違い、あとは、算出したそれぞれ

の根拠を教えてください。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 地域スポーツ移行を、昨年度、国のほうが打ち出しましてこの事業に取り掛かっ

ているところです。補助申請時点では、総括コーディネーターと部活動指導員とい

うことで補助申請をしてありました。 

 先日、内示が来ました。一般質問の答弁でもお答えしましたけれども、この分に

ついて部活動指導員は会計年度任用職員でなければいけないという通知がありまし

たので、こちらを、一旦、報償を削除して、会計年度任用職員の報酬に組替えをし

たという部分です。 

 会計年度任用職員の報酬額ですけれども、時間当たり１千６００円以内と、また

これも基準値等、ガイドラインが示されておりますので、これに従って予算を計上

させていただいております。 

○１番（松山 小百合議員）   

 総括コーディネーターとはどういった方が該当するのでしょうか。また、

１２９万６千円の根拠についてもお願いいたします。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 総括コーディネーターは、この部活動指導員を取りまとめるということでの補助

申請をしておりました。今回、この分について内示では対象にならなかったので削
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除させてもらっています。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○６番（奥 好生議員）   

 一般会計の３７、３８ページなんですけれども、各小中学校の教育振興費の図書

購入費、義務教育教材備品購入がこれは組替えですね。各学校に配分されているみ

たいなんですけれども。私は大分昔にこの担当をしたことがあるんです。教材関係、

備品関係を。教育委員会で一括して各学校から要望を取って、一括して入札をして

各学校に業者さんに納めてもらったんですけれども、このように各学校に配分した

場合に予算の事務関係は学校の事務職員がやるのか、教育委員会の事務局の担当が

やるのか、そこをお尋ねします。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 この件につきまして、私が教育委員会総務課に来た当時から、この図書・理科備

品等の納入が遅いということで、各学校等から指摘があり、協議をし、事務職員の

ほうでこの事務をお願いするということで、今回、年度途中での組替えですけれど

も、この事務につきましては滞りがないよう、教育委員会または学校等で連携を取

りながら進めていきたいと考えております。 

○６番（奥 好生議員）   

 こういった１００万以上の備品になりますと一括して入札したほうがスムーズに

備品の納入も流れると思うんですが、学校ごとにした場合に事務職員の仕事の量も

増えるわけだし。どんなもんですかね。一回試してみることも必要だと思うんです

けれども、もしこれがうまくいかなければまた元に戻して事務局の職員がやるとい

うことも検討していただきたいと思います。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 先ほどのちょっとくどいようですが、徳三宝さんの漫画作成を委託。どういった

ところを委託されるのか。そういった説明ももらっておかないと。どこか有名な会

社があるのか。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 お答えいたします。 

 制作の中身のほうですけれども、この予算の内訳のほうですが、制作と、あとは

本に係る印刷、原稿料といったものも全て含まれております。 
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○１３番（平山 栄助議員）   

 例えば、どういった会社名を考えているのか。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 すみませんでした。委託先は鹿児島のほうに漫画プロジェクトというところがご

ざいまして、どういったところが作れるかということで、全国の海洋センターのほ

うにもちょっとお問合せをいたしまして、鹿児島のほうで南さつまＢ＆Ｇ海洋セン

ターのほうがこれに先駆けてやっておりまして、そこを紹介していただいて、今、

漫画プロジェクトさんのほうがいいんじゃないかということで、今、進めていると

ころでございます。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 何百冊くらい。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 今、そこはあれなんですけれども、１千冊以上となっておりますので、ページ数

にもよりますので、今から担当が、６月以降、上に上がりまして打合せをしながら

その冊数は決めていきます。配布対象者数が財団のほうからも１千冊以上となって

おりますので、町民、小中学生、幼稚園生等に全て配布しながらいろんな会合・イ

ベント等で必要な部署、必要な方々に配布していけたらと考えております。 

○１３番（平山 栄助議員）   

 欲を言えば切りがありませんので。 

 町長、これは同僚の議員もちょっとご存じの『釣りキチ三平』ですね。あれに似

たようなのを制作している人が地元におったんですよ。今、大阪のほうで修業をし

ながら頑張っている人がいると思うんですが、もちろん名前は出して、与名間関連

です。そういった有名な漫画家ですので週刊誌にずっと掲載されていたんですが、

私は 近見ておりませんので。 

 それと、やはり徳三宝といいますとやはり著作権とかそういうのもしっかり調べ

てしないと物事を作ってから後でああだこうだと言われても困りますので、今、そ

ういったところはシンプルな、神経をとがらせておかないと、いくら亡くなってい

るといえどもそういった問題はしっかりと調べて発注されるようにお願いしておき

ます。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑ありませんか。 

○９番（久田 高志議員）   

 ２点ほどございます。まず１つは２９ページ。一般質問でも出ておりました水産

業拠点施設運営管理費の中で備品購入と。結局、設置した後にかなり多額の備品も
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購入した事例がございます。そして、一般質問でもありましたこの寿司マシーンと

か。まずここにこういうものを買う前に、プラスチックの型取りとかでできる、そ

ういったものも回転寿司屋さんが活用しているんですよ。ネタケースに入れといて、

注文が来るとそこにネタを乗せておいて、注文が来るとそこにネタを乗せてやる安

価なものがあるんです。この油ろ過器が２５万するわけですけれども、大体、どの

ぐらいその油の再生率というか、費用対効果ですよね。 

 そして、フロアポリッシャー。民間だともう考えられないことなんですよね、普

通に考えて。まず、利益ベースに乗るまではモップで頑張るんですよ。子どものお

もちゃが欲しいから買ってあげる、与えるではいつまでたっても伸びていかないと

思いますよ。少しは自助努力をしていただいて、それから利益ベースに乗ってきた

り、寿司の回転が良くなってきて、どうしても手が足りない、お客さんの出入りも

多くなってきて、モップではもう掃除も間に合わない。油も回転が早過ぎて、ろ過

をしていかないと量を使い過ぎて、油が高いからとかそういったことで初めてこう

いったものを導入していくべきだと思っております。 

 さらに、これに関連しますけれども、北海道にウニやイクラの買い付けに行こう

だなんて予算が当初に組まれているんですけれども、島内、町内の漁師の方々のど

ういった形で利益につながるのかが疑問でございます。もしどうしても品数合わせ

でするのであれば、電話一本、ネットの時代で購入は仕入れも可能ですので、そう

いったところもしっかりと考えていただきたい。 

 あとは、これも一般質問でございました。４４ページ、新給食センター整備事業

費。この公有財産購入費。多分、この中に先ほどの質問でもありましたけれども、

契約書関連などといったもので北海道のほうに行かれるという答弁されておりまし

たけれども、何か重たいものを持って行かれるんですか。何か２人で行くというふ

うに聞こえたんですが。恐らく契約書なんて紙切れ、ペーパーでしょうし、手ぶら

ではいけない。お土産を少しぐらい持っていくでしょうけれどもこの２人で行かな

いといけない理由、そういったところも気になるんです。なんかちょっと目的が違

うんじゃないのかという気もしますが、いかがでしょうか。 

○商工水産観光課長（中 秀樹君）   

 お答えいたします。 

 拠点施設運営管理費の備品購入費、今回、１００万計上させていただいておりま

す。一般質問等でも松山議員のほうからご指摘を頂きました。 

 我々もこういった、昨年度もいろいろ備品を設置させていただいて、今回、また

こういった形で設置させていただいております。 

 慎重に我々としても検討を積み重ね、また、査定の中ででも結構言われましたの
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で、執行については慎重に行いながら、やはり、状況を見ながら判断していきたい

と思っております。 

○町長（森田 弘光君）   

 今、久田議員からご指摘を、また、これまでの一般質問の中でやはりその初期の

目的がいわゆる未利用、利用されていないものをどうやって開拓していくかという

ことがあって、沖永良部のあれは、天ぷら。 

○９番（久田 高志議員）   

 何かのかまぼこ。 

○町長（森田 弘光君）   

 かまぼこですかね。やはりああいったものがまずは第一次的な目的ですので、そ

こら辺からまず始めて。寿司というのは性格が違う。やはりお客さんがあったら欲

しいねというところがあったと僕は思うんですよね。だけど、やはりあそこの第一

次的な目的が島で取れてお刺身とかできないお魚があって、それをどうやって活用

するかということの中で、かまぼこというご意見が出ました。そこら辺について何

かそういったものができないかというところ。例えば、ミンチをする機械とか、何

かそこら辺のところに、１回、やはり原点に戻ってやったほうがいいのかなと。こ

の間から議会で、議員の質問なんかで思っているものですから、今、うちの中課長

もちょっと慎重に対応したいということでありましたので、ここら辺については、

予算についてはこのような形で組ませていただいて、それについてどうするかとい

うことはまた議会のほうにもまた説明して。要は議会と我々が一緒に動いてるとい

う、何かそういった形をつくらせていただいたらどうかと今思っているところです。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 答弁してください。 

○教委総務課長（豊島 靖広君）   

 お答えいたします。 

 土地購入交渉ですけれども、やはり、今現在、電話等でのやり取りをさせていた

だいております。先ほど一般質問でも平山議員からありました土地の購入というの

は本当に難しいものだよというのがありました。 

 そこで、私としてはやはり１人で行くのではなく、２人で行って、そこで確実に

もう土地が購入できる確約をもらえるまで交渉して、印鑑までもらえるような体制

づくりをと思い、２人ということでお願いしたいと思います。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 質疑の途中ではございますが、本日の会議時間は質疑の都合により延びておりま

すので、会議延長をすることにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょ
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うか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。 

 それでは、質疑を継続いたします。ほかに質疑はありませんか。 

○９番（久田 高志議員）   

 今の流れで水産業拠点施設の備品購入については理解いたしました。一般会計で

すのでこの補正とは直接関係ないんですけれども、これも一般質問でございました。 

 ぜひ北海道にウニやイクラを買いに行く計画があるのであれば、沖縄の公設市場

のほうに行かれてやはりそういった研修を。先に地元に近いような環境で、その地

元の未利用をどうやったら活用できるかとか、そういった研修に行かしたほうが私

は必ずプラスにつながってくると思います。 

 それと、教育委員会総務課長、確約を頂いてから契約をしに行くようにしていた

だきたいです。行って、そこで空振りになって帰ってくるなんてことはとんでもな

い話だと思っていますので、ぜひ。どうしても２人で行きたきゃもうそれはしゃあ

ないですけれども、重たいお土産でもかついでいって、もう手土産満載で行かれる

ように。誰が見てもそんな紙切れ一人で行けるがねと言われないように頑張ってく

ださい。 

 以上です。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

○１番（松山 小百合議員）   

 久田議員のご提案にもありましたとおり、私も同じようなことを思っておりまし

た。町長からもこの内容についてはまた再検討していただきたいという力強いお言

葉もうれしく思います。 

 そうでしたら１００万じゃなくてちょっと増してでも大きい冷蔵庫を買ってほし

いなと個人的には思っています。もうけてください。いっぱい漁業者守ってくださ

い。よろしくお願いします。 

○１０番（柏木 辰二議員）   

 １１ページの町債のほうの教育費の補正で１千５３０万増になっています。この

線刻画ですね。戸森の線刻画見学環境整備事業、この説明をお願いします。 

○社会教育課長（和田 智磯君）   

 お答えいたします。 

 教育費の戸森の線刻画が歳入が１千１３０万円ございます。歳出にもございます
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けれども、ページ数は４１ページになります。 

 こちらの戸森の線刻画の歳出がございますが、令和５年度の鹿児島県地域振興事

業に申請いたしまして、その補助が歳入のほうに載っております。 

 内容といたしましては、今年度はトイレを設置いたします。この事業ですけれど

も、令和３年度から申請を出しておりまして、令和３年度には見学巡路、排水口、

令和４年度には水道引き込み、駐車場整備、そして、今年度、決定が、内示が来ま

したのでその予算になります。 

○１０番（柏木 辰二議員）   

 それで、気になるんですけれども、そのルートですね、多分、秋利神の橋を、こ

こから行けば２番目の橋を下っていく。そこのルートだと思うんですよ、入り口は。

西阿木名側と三京側からも来れるんですが、気づいていると思うんですけれども、

そこの旧採石場から入ったところに２ヶ所、川側に崩落箇所があって危険箇所があ

るんですけれども、その対策というのを考えているんですかね。建設課でもいい。 

○建設課長（宮山 浩君）   

 そのルートです。旧県道を右折しまして入っていった左側ですよね。あの崩落と

いうのは。場所は分かっておりますし、今すぐそこが通行ができなくなるかという

とまだそういうことではないと思ってはいるんですが、下のほうまで確認していな

いので、この議会が終わりましたらすぐ現地を確認して、災害対策費あたりででき

るのであれば対応したいと思いますし、また、それで無理であれば考えないといけ

ないかなと思っています。 

○１０番（柏木 辰二議員）   

 戸森の線刻画、その地点とかそこだけを整備しても、行くまでは。試しに見てく

ださいね。今、岩盤だから結構持っているんですよ。だけどすごいえぐれています。

バスなんかが。大型バスがたまに行くの見るんですけれども、大事故につながりま

すから、そこはぜひそこもしっかりと対策を考えてください。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これで質疑は終わります。 

 議案第３８号、令和５年度天城町一般会計予算補正（第１号）について討論を行

います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   
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 討論なしと認めます。 

 議案第３８号、令和５年度天城町一般会計予算補正（第１号）について採決しま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第３９号、令和５年度天城町国民健康保険事業特別会計予算補正

（第１号）について討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。これから、議案第３９号、令和５年度天城町国民健康保険

事業特別会計予算補正（第１号）について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第４０号、令和５年度天城町介護保険事業特別会計予算補正（第

１号）について討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４０号、令和５年度天城町介護保険事業特別会計予算補正（第

１号）について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第４１号、令和５年度天城町後期高齢者医療事業特別会計予算補

正（第１号）について討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４１号、令和５年度天城町後期高齢者医療事業特別会計予算補
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正（第１号）について採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

     △ 日程第１５ 議案第４２号 令和５年度天城町水道事業会計補正予算（第 

                    １号）について   

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第１５、議案第４２号、令和５年度天城町水道事業会計補正予算（第１号）

について、提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第４２号、令和５年度天城町水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて、その提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、人事異動に伴う水道事業費用２０４万６千円を増額し、総

額を２億１４０万１千円に定めようとするものであります。 

 それに伴いまして、水道事業収益２０４万６千円を増額し、総額を２億４千

８３５万７千円に定めようとするものでございます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

○６番（奥 好生議員）   

 以前、質疑をした経緯がございます。これは水道企業会計、補正をしたときに明

細をつけてくださいということだったんですけど、今回、総係費のところの歳人歳

出でしっかりと内訳が分かるようになっていましたので、すごくいい心がけをやっ

ていたと思います。今後とも、水道会計、頑張ってください。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 
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○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４２号、令和５年度天城町水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 先ほど、日程第６、天城町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを

議題としたものに対して、採決のところで「本案は原案のとおり承認されました」

とありますが「可決」に訂正をさせていただきます。 

 

     △ 日程第１６ 発議第２号 森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める 

                  意見書について   

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第１６、発議第２号、森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書に

ついてを議題とします。 

 本案について提出者の趣旨説明を求めます。 

○４番（喜入 伊佐男議員）   

 ただいま議題となっております発議第２号、森林環境譲与税の譲与基準の見直し

を求める意見書について、提案の趣旨説明を申し上げます。 

 天城町の土地保有面積の約４３％を占める森林において、森林の有する水資源及

び国土保全などの多面的機能を維持し、再造林を含めた林業政策を強力に推進する

必要があることから、令和元年度に導入された森林環境譲与税について天城町を含

む森林の多い市町村への配分を高めるよう譲与基準の見直しを求めるものでありま

す。 

 よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 討論なしと認めます。 

 これから、発議第２号、森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書につ

いて採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

△ 日程第１７ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査について 

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第１７、議会運営委員会の閉会中の所掌事務の継続調査についてを議題とし

ます。 

 議会運営委員長から会議規則第７５条の規定によりお手元に配付してあります本

会議の会期日程と議会の運営に関する事項について閉会中の継続調査の申出があり

ます。 

 お諮りします。委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査と

することに決定しました。 

 

△ 日程第１８ 各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査について 

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 日程第１８、各常任委員会の閉会中の所管事務の継続調査についてを議題としま

す。 

 各常任委員長から会議規則第７５条の規定によりお手元に配付してあります所管

事務の調査事項について閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。各常任委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることに

ご異議ありませんか。 



－270－   

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、各常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続

調査とすることに決定しました。 

 追加日程の配付のためしばらく休憩します。 

休憩 午後 ５時１０分 

─────────── 

再開 午後 ５時１４分 

○議長（上岡 義茂議員）   

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

     △ 追加日程第１ 議案第４３号 天城町長等の給与等の特例に関する条例 

                     の制定について 

 

○議長（上岡 義茂議員）   

 追加日程第１、議案第４３号、天城町長等の給与等の特例に関する条例の制定に

ついてを議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○町長（森田 弘光君）   

 それでは、議案第４３号、天城町長等の給与等の特例に関する条例について、そ

の提案理由のご説明を申し上げます。 

 内容につきましては、去る４月２５日に懲戒処分した職員の不適切な事務処理に

ついて、監督者としての責任を明確にするため教育長の給料月額を令和５年７月

１日から令和５年７月３１日までの１ヶ月間１０％の減額を行おうとするものでご

ざいます。 

 ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（上岡 義茂議員）   

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   
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 討論なしと認めます。 

 これから、議案第４３号、天城町長等の給与等の特例に関する条例の制定につい

て採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者多し） 

○議長（上岡 義茂議員）   

 異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 これで、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これをもちまして閉会したいと思います。お疲れさまでした。 

閉会 午後 ５時１６分 
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